




はじめに	

新宿区教育委員会は、未来を担う新宿区の子どもたちが夢と希望を持ち成

長していけるよう、平成 21 年 3 月に「教育目標」を定めました。この教育目

標を達成するための施策の計画として「新宿区教育ビジョン」を策定し、「子

ども一人ひとりの『生きる力』をはぐくむ質の高い学校教育の実現」「新宿の

まちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現」「時代の変化に対応し

た、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現」の 3つの柱のもと、着実に教育

施策を推進してきました。	

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により平成 27 年 4

月に設置された新宿区総合教育会議における協議・調整を経て、平成 27 年

11 月、新宿区の教育の目標や施策の根本的な方針を示す「新宿区教育大綱」

が、区長により策定されました。	

教育ビジョンの策定から 9年が経過し、この間、教育を取り巻く社会状況

は大きく変化してきています。情報化やグローバル化といった社会的変化が

加速度的に進展し、人工知能の進化が社会や生活を大きく変えていくとの予

想がされる中、人間としての豊かな知性と感性を働かせ、自ら目的を考え出

すことや、他者と協働しながら目標に合わせた解決策を見出すといった、人

間の強みを活かすことが必要となってきています。また、多様化する社会に

あって、子どもの学びや育ちを取り巻くさまざまな課題に向き合い、一人ひ

とりの可能性を伸ばしていくことが求められています。	

教育委員会では、これらの時代の変化や子どもたちの状況、教育課題の動

向をふまえ、これまでの教育ビジョンをもとに築いてきた取組をより確実な

ものにするとともに、子どもたちが生涯を切り拓いていく力を一層伸ばして

いくため、10 年後の子どもたちの育ち・学びを見据えた新たな教育ビジョン

を策定しました。	

今後、次代を担う子どもたちが地域や社会とのつながりの中でのびのびと

健やかに成長していけるよう、学校・家庭・地域の連携・協働により、教育

ビジョンの実現に向けて全力で取り組んでまいります。	

平成 30 年 2 月	

年	 	 月	 新宿区教育委員会	
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教育目標 

教 育 目 標

《平成 21 年 3 月 6 日新宿区教育委員会決定》	
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教育ビジョンの基本的な考え方
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教育大綱 

	 新宿区と教育委員会は新宿区教育ビジョンの理念を共有し、新宿区の子どもたちが自ら学

び、考え、行動できる「生きる力」を育むとともに、地域の人々とのつながりの中でのびの

びと健やかに育ち、新宿に誇りと愛着を持てる人として成長し、自立した個人として他者と

ともに次代の社会を担うことができるまちの実現をめざして、ここに新宿区教育大綱を定め

ます。

新宿区教育大綱 

平成２７年１１月６日

Ⅰ 子どもの育ち・学び・自立を地域とともに支えるまちの実現

Ⅱ 子ども一人ひとりの『生きる力』をはぐくむ質の高い学校教育の実現

Ⅲ 新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

	 変化の激しい時代を担う子どもたちは、社会において自立的に生きるため、知・徳・体のバランスの

とれた「生きる力」を身につける必要があります。子どもの学力や学習の状況、心や体の状況など様々

な課題を的確にとらえ、子どもたちの力を着実に伸ばす、より質の高い学校教育を実現します。

	 子どもの教育において、新宿の伝統・文化を生きた教材として積極的にとり入れ、地域に根ざした教

育を進めていくことが大切です。また、教育に対する保護者や地域の多様な要請にこたえていくために、

家庭・地域・学校がともに学び、ともに育つ関係を実現します。

	 子どもがよく学び、よく遊び、心身ともに健やかに育つことを目指し、高い資質・能力を備えた教師

が自信をもって指導に当たり、いきいきと活気ある活動を展開する学校を実現します。

	 子どもたちがのびのびと健やかに成長できるよう子育てや学びと自立に対する支援のしくみを十分に

整備するとともに、地域が積極的に受け皿となり、子どもの成長をしっかり応援するまちを実現します。 

Ⅳ 時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

新宿区総合教育会議

新宿区長	 	 吉住 健一
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教育ビジョンの基本的な考え方
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Ⅰ 教育ビジョンの
基本的な考え方
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１ 目的・位置付け 

２ 基本的構成・計画期間 
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教育ビジョンの基本的な考え方

1  目的・位置付け

2  基本的構成・計画期間
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３ 新宿区基本構想等との関係 
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関連計画 

○新宿区次世代育成支援計画・新宿区子ども・子育て支援事業計画 ○新宿区健康づくり行動計画 

○新宿区障害者計画・新宿区障害児福祉計画・新宿区障害福祉計画 ○新宿区環境基本計画  

○新宿区公共施設等総合管理計画 等 

連携 

5

教育ビジョンの基本的な考え方

3  新宿区基本構想等との関係

新宿区教育ビジョン
新宿区

教育大網

３つの柱と 10 の施策

経常的に

取り組む事業

計画的に

取り組む事業

個別事業

教
育
目
標

整合を図る

理念を

共有

新宿区基本構想

総合計画

実行計画





Ⅱ 新宿区が目指す
これからの教育



8 
 

１ 教育をめぐる現状と課題 
 

（１）教育課題に対するこれまでの取組状況 

～第一期教育ビジョン（平成 21～29 年度）を振り返って～ 

	

	

① 知・徳・体を育む教育の推進 

	

② 就学前教育の充実 

                                                   
*1	 学習指導要領…全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育

法等に基づき文部科学省が定めた基準。各校ではこの学習指導要領をふまえ、地域や学校の実態に応じて教

育課程（カリキュラム）を編成する。 
*2	 学習指導支援員…学校運営におけるさまざまな課題への対応を支援し、子どもの実態に応じたきめ細かな指

導を行うため各学校に配置する非常勤講師。学校のさまざまな校務を分掌することもできる。 
*3	 学力向上のための重点プラン…児童・生徒の実態をふまえ、確かな学力の育成に資するため、各校のすべて

の教科における授業改善を図るとともに、評価したことを次の指導に活かすための計画 
*4	 学校図書館支援員…司書教諭や司書の資格を有する学校図書館のスタッフ 
*5	 スポーツギネス新宿…さまざまな運動の経験と記録向上への挑戦を通して、運動の楽しさを味わわせ、運動

の日常化と体力の向上を図る区の取組 

8 9

新宿区が目指すこれからの教育

1  教育をめぐる現状と課題



9 
 

③ 地域が参画する学校運営のしくみづくり 

④ 家庭の教育力の向上支援 

 

⑤ 地域の知の拠点としての図書館の充実 

                                                   
*6	 スクール・コーディネーター…「総合的な学習の時間」の講師を探すなど、学校・家庭・地域のパイプ役と

して、学校に地域の教育力を橋渡しするために、各学校に配置する非常勤職員 
*7	 スクールスタッフ…授業支援やクラブ・部活動支援等を行うための有償ボランティア。各学校で必要とする

人材を地域から受け入れている。 
*8	 地域協働学校…地域住民・保護者・教職員等で組織する地域協働学校運営協議会が、学校運営に関する事項

について協議し校長等に意見を述べるとともに、学校の運営状況について評価を行うほか、地域住民の参画

を進めるため、さまざまな支援部を協議会内に設置し、学校運営や教育活動を支援するしくみ。新宿版のコ

ミュニティ・スクールを「地域協働学校」と称する。 
*9	 レファレンス…利用者からの相談に対して、求められている情報や資料を提示・提供するサービス 
*10	 新宿区立図書館基本方針…区立図書館の使命及びこれを実現するための図書館サービスの方針を示した

もの 

9

新宿区が目指すこれからの教育
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⑥ 子どもの安全の確保 

                                                   
*11	 新宿区子ども読書活動推進計画…すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活

動を行うことができるよう、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき策定した計画 
*12	 新宿区立学校危機管理マニュアル…全区立学校及び幼稚園を対象とした、地震・風水害・火災・不審者対

応・事故・新型インフルエンザ等の各編で構成する学校危機管理の総合マニュアル 
*13	 学校安全計画…学校の安全教育の基本的な方針や教育活動全体を通して安全教育の目標を実現するため

の方策等を総合的に示した計画。各校で作成する。 
*14	 一斉メール配信システム…子どもの安全を確保するとともに円滑な学校運営を行うため、緊急情報を保護

者等に対し一斉に提供するメール配信システム 
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新宿区が目指すこれからの教育
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⑦ 学校の教育力の向上 

⑧ いじめ・不登校等の防止 

                                                   
*15	 学校支援アドバイザー…教員の指導やミドルリーダーの育成、校長の学校経営への支援を行うため、各学

校に派遣する専門職。主に退職した校長で構成する。 
*16	 ＯＪＴ…On-the-Job Trainingの略。職業指導手法のひとつで、上司や先輩が部下や後輩に対し、具体的

な仕事を通じて、仕事に必要な知識・技術・態度等を指導し、修得させ、育成すること。 
*17	 ＩＣＴ…Information and Communication Technologyの略。コンピュータやインターネット等の情報通

信技術のこと。 
*18	 不登校対策委員会…不登校をめぐる諸問題の現状や対応に関する事項を協議・検討するため、教育委員会

に設置する委員会。小・中学校長及び不登校担当教員の各代表と教育委員会事務局職員で構成する。 
*19	 スクールソーシャルワーカー…社会福祉の専門的な知識・技術を活用し、児童・生徒の置かれたさまざま

な環境への働きかけや、関係機関等とのネットワークの構築、校内のチーム体制への支援を行う専門職員 
*20	 家庭と子供の支援員…不登校等の問題行動の改善や未然防止のため、家庭訪問や面談等により児童・生徒

及びその保護者への相談・助言等を行う支援員 
*21	 新宿区いじめ防止等のための基本方針…いじめ防止対策推進法第 12条及び文部科学省の定めるいじめの

防止等のための基本的な方針に基づき、平成 26年 3月に新宿区教育委員会が定めたいじめ防止のための
基本方針 

*22	 学校いじめ防止基本方針…いじめ防止対策推進法第 13条に基づき、学校がいじめ防止のために定めた基
本方針 

*23	 ふれあい月間…児童・生徒の友人関係や日頃の教員の指導のあり方を振り返る機会として、全区立学校が

いじめ等の未然防止、早期発見・早期対応等に取り組む期間（6月、11月、2月） 

11

新宿区が目指すこれからの教育
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⑨ 特別支援教育の推進 

                                                   
*24	 学校問題支援室…いじめや不登校等への学校の対応を総合的に支援するため、教育委員会事務局内に設置

した専門家組織。指導主事、学校問題サポート専門員、スクールソーシャルワーカー等で構成する。 
*25	 より良い学校生活と友達づくりのためのアンケート（hyper-ＱＵ）…児童・生徒個々の学級生活における

満足感や学校生活における意欲及び学級集団の状態を測定するため、児童・生徒に実施するアンケート 
*26	 就学支援シート…特別な教育的支援や個別の配慮を必要とする児童の保護者が、就学前の情報を小学校に

引き継ぐシート。保護者が就学前施設等の協力のもと作成し、入学する小学校に提出する。 
*27	 個別指導計画…児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行うため、学校が保護者

からの意見等をふまえて作成する指導計画 
*28	 個別の教育支援計画…教育、保健・医療、福祉等の関係機関との連携に基づき、乳幼児の時期から学校卒

業の段階まで一貫性のある支援行うことを目的とした、障害のある児童・生徒一人ひとりの支援計画 
*29	 院内学級…長期入院中の児童が治療を続けながら通う、病院内に設けられた特別支援学級 
*30	 特別支援教育推進員…小・中学校に在籍する発達障害等のある児童・生徒に対する教員の指導の補助やそ

の他の必要な支援を行う非常勤講師 
*31	 通級指導学級…通常の学級での学習に概ね参加できるものの、情緒障害や発達障害（学習障害、注意欠陥

多動性障害等）のため特別な指導を必要とする子どものため、区立中学校に設置している学級（区立小学

校は平成 27年度まで設置。平成 28年度からは特別支援教室に移行） 
*32	 特別支援教室「まなびの教室」…通常の学級での学習に概ね参加できるものの、情緒障害や発達障害（学

習障害、注意欠陥多動性障害等）のため特別な指導を必要とする児童のため、全区立小学校に設置してい

る教室 

12 13

新宿区が目指すこれからの教育
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⑩ 外国籍等の子どもへの教育支援の充実 

⑪ 学校の適正規模・適正配置等及び学校施設の整備 

⑫ 子どもの貧困の連鎖を防止するための取組 

                                                   
*33	 日本語学級…来日や帰国により入学・編入学し、日本語の指導が必要な児童・生徒に対し、日本語の理解

力・表現力を養い、学校生活への円滑な適応を支えるためにレベルに応じた日本語指導を行う学級 
*34	 日本語サポート指導（員）…日本語の初期指導が必要な子どもが在籍する学校で、週 2～3日、個別に日

本語の指導や学校生活への適応支援を行う指導（員） 
*35	 学校選択制度…魅力ある教育活動と開かれた学校づくりを目的に、区立学校入学に際して、保護者が子ど

もの入学する学校を選択できる制度。平成 30年度入学予定者から小学校は廃止し、中学校のみ実施。 
*36	 ドライ化…より衛生的な環境で調理を行うことで食中毒等の事故を防止するため、調理室内の乾燥化を図

る改修工事 

13
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（２）学習指導要領の改訂と教育をめぐる近年の動向

 

① 学習指導要領等の改訂 

	

② 教育をめぐる近年の動向 

                                                   
*37	 カリキュラム・マネジメント…子どもたちの姿や地域の実情等をふまえ、各校が設定する学校教育目標を

実現するために、学習指導要領等に基づき教育課程を編成し、それを実施・評価し改善していくこと 
*38	 幼稚園教育要領…全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校

教育法等に基づき文部科学省が定めた基準。各園ではこの幼稚園教育要領をふまえ、地域や園の実態に応

じて教育課程（カリキュラム）を編成する。 
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新宿区が目指すこれからの教育
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 20  28  10  1
 29  26  10  1

推計値

（３）新宿区の子どもの状況等

① 新宿区の子どもの状況等

     

    

　

推計値

新宿区自治創造研究所　平成 27 年 3 月

東京都「教育人口等推計」平成 28 年度

（人）

（年度）

小学校児童数 中学校生徒数 推計値

（人）

（年度）

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 推計値

17
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② 教員の状況等

 

    

教育指導課調べ

教育指導課調べ

（年）

（年）
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② 教員の状況等

 

    

教育指導課調べ

教育指導課調べ

（年）

（年）

 

区立小学校の教員の経験年数

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ （年）

区立中学校の教員の経験年数

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ （年）

18 19
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③ 子ども、保護者の学校教育に関する認識 

 

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	 	

 

 

 

 

 

 

 

④ 子どもたちの意見 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                   
*39	 学校評価…学校の自己評価に加え、保護者・地域住民等による学校関係者評価、学識経験者等による第三

者評価を行い、学校運営の改善を図るしくみ 

19
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⑤ 区民の教育への期待等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。
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（４）教育をめぐる課題 

 

子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現 

 

（知・徳・体の育成、東京 2020 大会を契機とした教育の推進）	

	
	

（就学前教育の推進、連携教育の推進）	

	

新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現 

 

（地域協働学校の今後の展開）	

	
	
（家庭の教育力の向上） 

	
	
（地域の知の拠点としての図書館の充実）	

	

21

新宿区が目指すこれからの教育

新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現
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（子どもの安全の推進）	

	

	

時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現 

	

（いじめや不登校、障害のある子どもや外国にルーツを持つ子ども等への支援）	

	

	

（チームとしての学校の実現、教職員の勤務環境の改善） 

	

（教職員の資質・能力の向上）	

	

	

（学校環境の整備・充実）	

	

                                                   
*40	 公共施設等総合管理計画…区有施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針。平成 29年 2月策

定。 

22 23
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時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現
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２ 新宿区が目指す教育 ～３つの柱と施策の方向性～ 

柱１ 子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現 

◆施策の主な考え方と方向性

◆方向性を受けての施策展開

施策１ 確かな学力の向上  

施策２ 豊かな心と健やかな体づくり 

施策３ 就学前から中学校までのつながりのある教育の推進 

23

新宿区が目指すこれからの教育

2  新宿区が目指す教育 ～３つの柱と施策の方向性～
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柱２ 新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現	

◆施策の主な考え方と方向性

◆方向性を受けての施策展開

施策４ 地域との連携・協働による教育の推進 

施策５ 家庭の教育力の向上支援 

施策６ 生涯の学びを支える図書館の充実 

施策７ 子どもの安全の推進 

24 25

新宿区が目指すこれからの教育
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柱３ 時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現 

◆施策の主な考え方と方向性

◆方向性を受けての施策展開

施策８ 一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備 

施策９ 学校の教育力の強化 

施策 10 学校環境の整備・充実 

25

新宿区が目指すこれからの教育
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第第Ⅲ章Ⅲ章  

３つの柱の実現に向けた３つの柱の実現に向けた  

今後の取組今後の取組  
 

●教育ビジョンの３つの柱の実現に向けた今後の取組の内容を、10 の施策別に 

記載しています。 

●この章は、下記の構成で記載しています。 

現状と課題・・・・施策の背景、国等の動向、関連調査結果等をふまえ、当該 

施策の「現状と課題」を記載しています。 

取組の方向性・・・課題に対する「取組の方向性」について記載しています。 

個別事業・・・・・平成 30(2018)年度から 32(2020)年度までに取り組む事業を 

記載しています。 

※個別事業のうち、その全部または一部が新宿区第一次実行

計画の計画事業に該当するものについては＜第一次実行計

画事業(番号)＞と表示し、年次別計画を示しています。教

育ビジョンと第一次実行計画は施策体系が異なるため、事

業の名称や構成が相違しているものについては、第一次実

行計画事業名を表示しています。 

Ⅲ ３つの柱の実現に
向けた今後の取組

取組の方向性取組の方向性

現状と課題現状と課題

個 別 事 業個 別 事 業



子ども一人ひとりの学びの保証

変化の激しい時代を生きる力の育成

豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

基礎体力の向上と健康な体づくり

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
を契機とした教育の推進

幼児教育環境の充実

幼稚園・保育園・子ども園の連携の推進

就学前教育と小学校教育との連携

小中連携教育の推進

地域が参画する学校運営の充実

新宿の多様な社会的資源を活かした教育活動

家庭の教育力向上のための支援の充実

家庭教育を担う保護者同士の学びの支援

区民にやさしい知の拠点をめざした図書館の充実

子ども読書活動の推進

安全教育の充実

地域ぐるみの学校安全・学校防災対策の推進

いじめ・不登校等の防止

特別支援教育の推進

外国籍等の子どもへの日本語サポート体制の充実

外国籍や障害のある子どもたちから学び合える交流

家庭環境にかかわらず豊かに学べる教育環境の整備

教育の質を高める学校運営

教職員の勤務環境の改善等

教職員の資質・能力の向上

新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備

将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進

 施 策 体 系

３つの柱 １０の施策 取組の方向性

確かな学力の向上

地域との連携・協働による教育の
推進

柱３

時代の変化に対
応した、子ども
がいきいき学ぶ
教育環境の実現

柱１

子ども一人ひと
りの「生きる
力」をはぐくむ
質の高い学校教
育の実現

生涯の学びを支える図書館の充実

子どもの安全の推進

豊かな心と健やかな体づくり

就学前から中学校までのつながり
のある教育の推進

学校環境の整備・充実

柱２

新宿のまちに学
び、家庭や地域
とともにすすめ
る教育の実現

一人ひとりの子どもが豊かに学べ
る教育環境の整備

学校の教育力の強化

家庭の教育力の向上支援

28 29

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

28 29

３つの柱の実現に向けた今後の取組

柱１

子ども一人ひと
りの「生きる力」
をはぐくむ質の
高い学校教育の
実現

柱３

時代の変化に対
応した、子ども
がいきいき学ぶ
教育環境の実現

柱２

新宿のまちに学
び、家庭や地域
とともにすすめ
る教育の実現

施 策 体 系



個別事業　（平成30(2018)年度～32(2020)年度）
※［実］は、その全部又は一部が新宿区第一次実行計画に位置付けられている事業です。

1.学力調査を活用した個々の学力の向上　2.学校サポート体制の充実 [実]　3.放課後等学習支援
4.ＩＣＴを活用した教育の充実 [実]　5.主体的・対話的で深い学びの実現

6.ＩＣＴを活用した英語教育の推進 [実]　7.外国人英語教育指導員の配置の充実 [実]　8.英検チャレンジ [実]
9.サイエンス・プログラムの推進　10.環境教育の推進 [実]

11.人権教育の推進　12.道徳教育の充実　13.平和教育の推進 [実]　14.障害者理解教育の推進 [実]　15.主権者教育等の推進
16.キャリア教育の推進　17.国際理解教育及び英語教育の推進 [実]　18.伝統文化理解教育の推進 [実]
19.幼児・児童・生徒間等の交流活動の充実　20.児童会・生徒会活動の充実　21.体験的な活動の充実
22.移動教室等における自然体験活動の実施

23.スポーツへの関心と体力の向上 [実]　24.食育の推進　25.子どもの生活習慣病の予防
26.スクールカウンセラーの配置 [実]

17.国際理解教育及び英語教育の推進 [実]【再掲】　18.伝統文化理解教育の推進 [実]【再掲】
14.障害者理解教育の推進 [実]【再掲】　23.スポーツへの関心と体力の向上 [実]【再掲】

27.公私立幼稚園における幼児教育等の推進 [実]　28.幼稚園子育て支援事業の実施

29.就学前教育合同研修等の充実

30.スタートカリキュラムづくりや指導方法の改善　31.保・幼・子・小合同会議の実施

32.小中連携教育の推進

33.地域協働学校の充実 [実]　34.学校評価の充実 [実]

35.スクールスタッフの活用　36.スクール・コーディネーターの活動　37.文化・芸術等を学ぶ機会の充実

38.入学前プログラムの実施　39.多様な形態による家庭の教育力向上支援の実施

40.ＰＴＡ活動への支援　41.保護者の学校行事等への参加促進

42.図書館利用機会の充実（「毎日開館体制」の構築）[実]　43.魅力ある情報資源の整備充実（電子書籍等）[実]
44.新中央図書館等の建設 [実]

45.子ども読書活動の推進 [実]　46.絵本でふれあう子育て支援事業 [実]　47.学校図書館の充実 [実]　48.朝読書の推進

49.安全教育の推進　50.情報モラル教育の推進

51.学校安全対策の充実　52.学校防災対策の充実

53.いじめ防止対策の推進　54.児童・生徒の不登校対策 [実]　26.スクールカウンセラーの配置 [実]【再掲】
55.教育相談体制の充実　56.児童・生徒理解を進める研修の実施

57.特別支援教育の推進 [実]　58.中学校への特別支援教室の開設 [実]　59.学校に対する巡回指導・相談体制の充実

60.日本語サポート指導 [実]　61.外国籍等の子どもや保護者への教育支援等

62.共同学習の推進

3.放課後等学習支援【再掲】　47.学校図書館の充実 [実]【再掲】　63.専門人材を活用した教育相談体制の充実 [実]
.教育相談体制の充実【再掲】　6 .公私立幼稚園保護者の負担軽減　6 .就学援助　6 .奨学資金の貸付

67.創意工夫ある教育活動の推進 [実]　68.教育課題研究校の指定　69.学校経営力の向上　34.学校評価の充実 [実] 【再掲】
33.地域協働学校の充実 [実]【再掲】

63.専門人材を活用した教育相談体制の充実 [実]【再掲】　70.部活動を支える環境の整備[実]
71.学校の法律相談体制の整備　72.教員の働き方の意識改革等

73.ＯＪＴの推進　74.学校支援アドバイザーの派遣　75.経験と職層に応じた研修の充実

76.学校施設の改善[実]　47.学校図書館の充実 [実]【再掲】　4.ＩＣＴを活用した教育の充実 [実]【再掲】

77.通学区域、学校選択制度、学校の適正規模及び適正配置の適切な運営 [実]
78.公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の個別計画の策定 [実]

個別事業

掲載
ページ

29

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

29

３つの柱の実現に向けた今後の取組
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現状と課題 

柱 1 子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校 

教育の実現 

30 31

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校

教育の実現
柱１

■ ■ ■ 施策１　確かな学力の向上

現状と課題現状と課題
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※同一集団	 …年 1 回の調査で学力の変容を経年で分析するには、当該学年の 1年前（1学年前）の結果と比較

する必要がある。そのため、本調査では小学校 1年生時の入学年度が同じ児童・生徒を「同一集	

団」として追跡している。	

※標準スコア…全国値の正答率を 50 としたときの換算値で、50 を上回っていれば相対的に良好とされる。

同集団の経年変化を見る際に有用な数値である。（「↑」は数値が上昇したことを示す）	

小	 学	 校	

教科	 国	 語	 算	 数	

学年	 2 年	 3 年	 4 年	 5 年	 6 年	 2 年	 3 年	 4 年	 5 年	 6 年	

H27	 51.7	 50.8	 50.7	 51.1	 52.4	 51.0	 51.2	 51.5	

H28	 53.4	 53.5	 53.0	 52.8	 52.8	 53.3	 53.8	 51.4	 52.2	 53.3	

経年比較 1.8↑	 2.2↑	 2.1↑	 1.7↑	 1.4↑	 0.4↑	 1.0↑	 1.8↑	

中	 学	 校	

教科	 国	 語	 社	 会	 数	 学	 理	 科	 英	 語	

学年	 1 年	 2 年	 1 年	 2 年	 1 年	 2 年	 1 年	 2 年	 1 年	 2 年	

H27	 50.4	 51.8	 49.0	 48.1	 50.0	 51.1	 44.8	 45.4	 54.4	 53.4	

H28	 50.2	 51.8	 49.8	 49.0	 50.7	 51.1	 45.5	 48.1	 52.1	 54.8	

経年比較 1.4↑	 0	 1.1↑	 3.3↑	 0.4↑	

表１　小・中学校の同一集団における学力の変化（標準スコア）

新宿区教育委員会「新宿区学力定着度調査」平成 28 年度
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表２ 「知識」に関する問題と「活用」に関する問題の正答率 

小学校	

国	 語	 算	 数	

Ａ	 Ｂ	 Ａ	 Ｂ	

(知識)	 (活用)	 (知識)	 (活用)	

新宿区	 76.4	 63.2	 82.9	 53.8	

東京都	 73.8	 59.8	 79.4	 49.8	

全	 国	 72.9	 57.8	 77.6	 47.2	

取組の方向性 

子ども一人ひとりの学びの保証 

中学校	

国	 語	 数	 学	

Ａ	 Ｂ	 Ａ	 Ｂ	

(知識)	 (活用)	 (知識)	 (活用)	

新宿区	 76.2	 68.3	 63.2	 44.6	

東京都	 76.9	 68.6	 63.5	 45.6	

全	 国	 75.6	 66.5	 62.2	 44.1	

中学校小学校

文部科学省「全国学力・学習状況調査」平成 28 年度
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柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

（%）	 小学校

９０
８０
７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０
０

（知識） （活用） （知識） （活用）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

国　語 算　数

新宿区　 東京都　 全　国

（%）	 中学校

９０
８０
７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０
０

（知識） （活用） （知識） （活用）

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

国　語 算　数

新宿区　 東京都　 全　国

　子ども一人ひとりの学びの保証

取組の方向性取組の方向性



33 

変化の激しい時代を生きる力の育成 

個別事業 

１ 子ども一人ひとりの学びの保証 

1 学力調査を活用した個々の学力の向上 

2 学校サポート体制の充実 ＜第一次実行計画事業 24①「学校支援体制の充実」を含む＞ 

3 放課後等学習支援 

33
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　変化の激しい時代を生きる力の育成

1　子ども一人ひとりの学びの保証

1. 学力調査を活用した個々の学力の向上

2. 学校サポート体制の充実 ＜第一次実行計画事業24①「学校支援体制の充実」を含む＞

３. 放課後等学習支援

個 別 事 業個 別 事 業
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4 ＩＣＴを活用した教育の充実 ＜第一次実行計画事業 30＞ 

5 主体的・対話的で深い学びの実現 

 

２ 変化の激しい時代を生きる力の育成 

 

6 ＩＣＴを活用した英語教育の推進 ＜第一次実行計画事業 33①＞ 

                                                   
*41	 電子黒板機能付きプロジェクタ…電子ペンを利用した操作や画面への書き込みを可能とする電子黒板機能を兼

ね備えたプロジェクタ 
*42	 教育課題研究校…区の教育課題に対応するため、教育委員会とともに 2年間の調査研究・実践研究を行う、教

育委員会の指定を受けた学校 
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柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

4. ＩＣＴを活用した教育の充実 〈第一次実行計画事業 ３0〉

5. 主体的・対話的で深い学びの実現

6. ＩＣＴを活用した英語教育の推進 〈第一次実行計画事業 ３３ ①〉

2　変化の激しい時代を生きる力の育成
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7 外国人英語教育指導員の配置の充実 ＜第一次実行計画事業 33②「コミュニケーション能力を高め国際理

解を深める英語教育の推進」＞ 

 

 

8 英検チャレンジ ＜第一次実行計画事業 33③＞ 

                                                   
*43	 外国人英語教育指導員…外国語（英語）教育において、子どもたちがネイティブ・スピーカーによる英語に触

れたり、国際理解を深めたりする機会を増やすために小・中学校に派遣する外国語指導助手（ＡＬＴ：Assistant 
Language Teacher）の新宿区における呼称 

35
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7.  外国人英語教育指導員の配置の充実 ＜第一次実行計画事業33②「コミュニケーション能力を高め国際理解を深める

英語教育の推進」＞

8.  英検チャレンジ ＜第一次実行計画事業33③＞
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9 サイエンス・プログラムの推進 

10 環境教育の推進 ＜第一次実行計画事業 83「環境学習・環境教育の推進」＞ 

*44	 理科実験名人…小学校で特別プログラムの理科実験を行い、児童の理科学習に対する興味・関心を高めるため

に派遣する講師

*45	 みどりのカーテン…地球温暖化対策、ヒートアイランド現象の緩和を目的として、区内の小・中学校にゴーヤ

の苗、種、肥料等を配付し、児童・生徒が育てる取組。環境学習の教材としても活用する。

36 37
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9. サイエンス・プログラムの推進

10. 環境教育の推進　＜第一次実行計画事業83「環境学習・環境教育の推進」＞
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現状と課題 

*46	 キャリア教育…児童・生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要となる能力や態度を育てることを通

して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくことを促す教育

*47	 スクールカウンセラー…不登校をはじめ、子どもや保護者等からのさまざまな相談に応じるため各校に配置す

る心理士等

37

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

■ ■ ■ 施策２　豊かな心と健やかな体づくり

現状と課題現状と課題
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*48	 体力向上推進委員会…幼児・児童・生徒の体力を向上させるための方策を検討・推進するため、校・園長及び

教員で構成する組織 
*49	 学校食育計画…新宿区食育推進計画を受け、幼児・児童・生徒の発達に応じた系統性のある食育を推進するた

め平成 23年度に教育委員会が策定した計画。各校・園はこれに基づき食育全体計画を作成し食育を推進する。 
*50	 食育推進リーダー…各校に置く、食の教育推進の中核を担う教職員 

38 39
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取組の方向性 

豊かな人間性と社会性を育む教育の充実 

基礎体力の向上と健康な体づくり 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした教育の推進 

個別事業 

３ 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実 

11 人権教育の推進 

39
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取組の方向性取組の方向性

個 別 事 業個 別 事 業

　豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

　基礎体力の向上と健康な体づくり

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした教育の推進

3　豊かな人間性と社会性を育む教育の充実

11. 人権教育の推進
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12 道徳教育の充実 

13 平和教育の推進 ＜第一次実行計画事業 104「平和啓発事業の推進」を含む＞ 

14 障害者理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32③＞ 

*51	 特別の教科 道徳…国は、平成 27年 3月 27日、学校教育法施行規則を一部改正し、「道徳」を「特別の教科 道
徳」と位置付け、小学校では平成 30年 4月、中学校では平成 31(2019)年 4月から全面実施することとした。 

*52	 道徳教育推進教師…各校に置く、道徳教育の推進を主に担当する教員

*53	 道徳授業地区公開講座…学校、家庭及び地域社会が連携して子どもたちの豊かな心を育むとともに、小・中学

校における道徳教育の充実を図ることを目的として全区立学校で実施する公開講座

40 41
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12. 道徳教育の充実

1３. 平和教育の推進 ＜第一次実行計画事業104「平和啓発事業の推進」を含む＞

14. 障害者理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業32③＞
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15 主権者教育等の推進 

16 キャリア教育の推進 

17 国際理解教育及び英語教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32①「英語キャンプの実施」を含む＞ 

*54	 地域協働学校運営協議会…地域協働学校の運営や、学校評価、学校支援活動について協議するため、各小・中

学校に設置した協議機関。地域住民・保護者・教職員等を委員として委嘱し、月一回程度会議を開催する。

42 

18 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32②＞ 

 

 

  

  

 

       

19 幼児・児童・生徒間等の交流活動の充実 

20 児童会・生徒会活動の充実 

*55	 新宿ものづくりマイスター体験講座…新宿区に伝わる伝統や文化を学ぶきっかけとするため、中学生を対象に

実施する伝統文化の講演や体験講座

*56	 交流及び共同学習…障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を

育むことや、教科等のねらいを達成することを目的として実施する学習や教育活動

41
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17. 国際理解教育及び英語教育の推進 ＜第一次実行計画事業32①「英語キャンプの実施」を含む＞

15. 主権者教育等の推進

16. キャリア教育の推進
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18 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32②＞ 

 

 

  

  

 

       

19 幼児・児童・生徒間等の交流活動の充実 

20 児童会・生徒会活動の充実 

*55	 新宿ものづくりマイスター体験講座…新宿区に伝わる伝統や文化を学ぶきっかけとするため、中学生を対象に

実施する伝統文化の講演や体験講座

*56	 交流及び共同学習…障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を

育むことや、教科等のねらいを達成することを目的として実施する学習や教育活動

42 

18 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32②＞ 

 

 

  

  

 

       

19 幼児・児童・生徒間等の交流活動の充実 

20 児童会・生徒会活動の充実 

*55	 新宿ものづくりマイスター体験講座…新宿区に伝わる伝統や文化を学ぶきっかけとするため、中学生を対象に

実施する伝統文化の講演や体験講座

*56	 交流及び共同学習…障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を

育むことや、教科等のねらいを達成することを目的として実施する学習や教育活動

43 

21 体験的な活動の充実 

22 移動教室等における自然体験活動の実施 

４ 基礎体力の向上と健康な体づくり 

23 スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業 32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞ 

*57	 ダブルダッチ…2本の縄を使って跳ぶ縄跳び。2人で縄を回し、1人以上の跳び手がさまざまな姿勢で跳ぶもの
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18. 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業32②＞

19. 幼児・児童・生徒間等の交流活動の充実

20. 児童会・生徒会活動の充実

21. 体験的な活動の充実
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21 体験的な活動の充実 

22 移動教室等における自然体験活動の実施 

４ 基礎体力の向上と健康な体づくり 

23 スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業 32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞ 

*57	 ダブルダッチ…2本の縄を使って跳ぶ縄跳び。2人で縄を回し、1人以上の跳び手がさまざまな姿勢で跳ぶもの

43 

21 体験的な活動の充実 

22 移動教室等における自然体験活動の実施 

４ 基礎体力の向上と健康な体づくり 

23 スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業 32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞ 

*57	 ダブルダッチ…2本の縄を使って跳ぶ縄跳び。2人で縄を回し、1人以上の跳び手がさまざまな姿勢で跳ぶもの

44 

24 食育の推進 

25 子どもの生活習慣病の予防 

26 スクールカウンセラーの配置 ＜第一次実行計画事業 25⑤「専門人材を活用した教育相談体制の充実」＞ 

43

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

4　基礎体力の向上と健康な体づくり

2３. スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞

22. 移動教室等における自然体験活動の実施
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24 食育の推進 

25 子どもの生活習慣病の予防 

26 スクールカウンセラーの配置 ＜第一次実行計画事業 25⑤「専門人材を活用した教育相談体制の充実」＞ 
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24. 食育の推進

25. 子どもの生活習慣病の予防

26. スクールカウンセラーの配置 ＜第一次実行計画事業25⑤「専門人材を活用した教育相談体制の充実」＞
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５ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした教育の推進 

17 国際理解教育及び英語教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32①「英語キャンプの実施」を含む＞【再掲】 

18 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32②＞【再掲】 
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5　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした教育の推進

17. 国際理解教育及び英語教育の推進 ＜第一次実行計画事業32①「英語キャンプの実施」を含む＞【再掲】

18. 伝統文化理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業32②＞【再掲】
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14 障害者理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業 32③＞【再掲】 

23 スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業 32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞ 

【再掲】 
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14. 障害者理解教育の推進 ＜第一次実行計画事業32③＞【再掲】

2３. スポーツへの関心と体力の向上 ＜第一次実行計画事業32④「スポーツギネス新宿の推進」を含む＞【再掲】
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現状と課題 

*58	 子ども・子育て支援新制度…平成 24年 8月に成立した、「子ども・子育て関連 3法」に基づく制度。認定こど
も園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（施設型給付）を創設し、公定価格等費用負担を定めるとともに、

子ども・子育て支援事業を市町村（特別区を含む）が地域の実情に応じて実施することが規定されている。私

立幼稚園は新制度に移行することで、私学助成に替わって、運営費に係る施設型給付を受給する。

*59	 スタートカリキュラム…小学校に入学した児童が、幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通した

学びと育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、スムーズに学校生活に適応していけるように編成した第 1
学年入学当初のカリキュラム

47

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

■ ■ ■ 施策３　就学前から中学校までのつながりのある教育の推進

現状と課題現状と課題
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表３ 幼稚園の園数、園児数の推移（各年 5 月 1 日現在） 

昭和 53 年	 平成 29 年	

園数	 園児数	 平均園児数	 園数	 園児数	 平均園児数	 充足率	

区立幼稚園	 36 園	 4,813人	 133 人	
14 園	

(休園７園を

含まない) 

805 人	 58 人	 71.9％	

私立幼稚園	 20 園	 2,592人	 129 人	 9 園	 1,099人	 122 人	 96.0％	

計	 56 園	 7,405人	 132 人	 23 園	 1,904人	 83 人	 84.1％	

	新宿区「新宿区の概況」	

表４ 幼児の就園状況（平成 29 年度） 

幼児数	

（3～5 歳）	

幼稚園在園児	 保育園（認可）	 子ども園	

区立	 区内私立	 区外私立	 計	 割合	 在園児	 割合	 在園児	 割合	

6,303 人	 805 人	 779 人	 798 人	 2,382 人	 37.8%	 1,868 人	 29.6%	 1,248 人	 19.8%	

新宿区「新宿区の概況」（ただし、区内私立・区外私立は学校運営課資料）	

※幼児数は 4月 1 日現在の住民基本台帳（日本人と外国人）の人口数

※幼稚園は 5月 1 日現在、保育園（認可）・子ども園は 4月 1 日現在の在園児数（3～5 歳）
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表５ 小中連携教育に関する中学校の取組状況 

質問事項	

選択肢	

そのとお

りだと思

う	

どちらか

といえば、

そう思う	

どちらか

といえば、

そう思わ

ない	

そう思わ

ない	

その他・	

無回答	

前年度までに、近隣等の小学校と、教育

目標を共有する取組を行いましたか	
26.4%	 33.4%	 26.0%	 0.1%	 0.1%	

前年度までに、近隣等の小学校と、授業

研究を行うなど、合同して研修を行いま

したか	
33.0%	 37.2%	 17.9%	 11.7%	 0.1%	

前年度までに、近隣等の小学校と、意見

を交換し合うなど、教員同士の交流を行

いましたか	

38.8%	 43.7%	 11.5%	 5.8%	 0.1%	

前年度までに、近隣等の小学校と、教科

の教育課程の接続や、教科に関する共通

項目の設定など、教育課程に関する共通

の取組を行いましたか	

18.7%	 34.6%	 33.3%	 13.3%	 0.2%	

平成 27 年度の全国学力・学習状況調査

の分析結果について、近隣等の小学校と

成果や課題を共有しましたか	

17.6%	 34.3%	 31.7%	 16.1%	 0.3%	

文部科学省「全国学力・学習状況調査」（学校質問紙調査）平成 28 年度	

※全国（国・公・私立）集計結果

取組の方向性 

幼児教育環境の充実 

幼稚園・保育園・子ども園の連携の推進 

就学前教育と小学校教育との連携 

49

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

取組の方向性取組の方向性

　幼児教育環境の充実

　幼稚園・保育園・子ども園の連携の推進

　就学前教育と小学校教育との連携



50 

小中連携教育の推進 

個別事業 

６ 幼児教育環境の充実 

27 公私立幼稚園における幼児教育等の推進 ＜第一次実行計画事業 28＞ 

28 幼稚園子育て支援事業の実施 

*60	 子ども・子育て支援事業計画…子ども・子育て支援法第 2条（基本理念）をふまえ、質の高い幼児期の学校教
育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大、確保、教育・保育の質の改善、地域の子ども・子育て支援の充実

を目指し、保育施設の整備による定員の確保数や、子育て支援事業の確保数等を年度別に定めた区の計画

*61	 つどいのへや事業…子ども・子育て支援法に定める子ども・子育て支援事業の一つとして、児童福祉法第 6条
の 3 第 6 項に規定する地域子育て支援拠点事業で、未就園の乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集うことの

できる場の提供、子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談、援助や地域の子育て関連情報の提供、

講習等の実施を行う事業

50 51

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

個 別 事 業個 別 事 業

　小中連携教育の推進

6　幼児教育環境の充実

27. 公私立幼稚園における幼児教育等の推進 ＜第一次実行計画事業28＞

28. 幼稚園子育て支援事業の実施



51 

７ 幼稚園・保育園・子ども園の連携の推進 

29 就学前教育合同研修等の充実 

８ 就学前教育と小学校教育との連携 

30 スタートカリキュラムづくりや指導方法の改善

31 保・幼・子・小合同会議の実施 

９ 小中連携教育の推進 

32 小中連携教育の推進 

*62	 小中連携カリキュラム…中学校に入学した生徒が教科学習を円滑に行うための接続の視点と、基本となる小・

中学校の学習内容を示したもの

51

柱 1　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

7　幼稚園・保育園・子ども園の連携の推進

8　就学前教育と小学校教育との連携

9　小中連携教育の推進

29. 就学前教育合同研修等の充実

３0. スタートカリキュラムづくりや指導方法の改善

３1. 保・幼・子・小合同会議の実施

３2. 小中連携教育の推進



52 

現状と課題 

柱２ 新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現 

52 53

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現柱２

■ ■ ■ 施策４　地域との連携・協働による教育の推進

現状と課題現状と課題現状と課題
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現状と課題 

柱２ 新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現 

53 

図１ 地域協働学校の認知度 

	

図２ 学校と地域・保護者が協働で行う活動への関心度 
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新宿区「新宿区区民意識調査」平成28年度

新宿区「新宿区区民意識調査」平成28年度

53 

図１ 地域協働学校の認知度 

	

図２ 学校と地域・保護者が協働で行う活動への関心度 
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新宿区「新宿区区民意識調査」平成28年度

新宿区「新宿区区民意識調査」平成28年度

53

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

《関 心 派》 《無関心派》
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図３ 学校と地域・保護者が協働で行う活動への参加意向 

	

取組の方向性 

地域が参画する学校運営の充実 

新宿の多様な社会的資源を活かした教育活動 
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柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

取組の方向性取組の方向性

　地域が参画する学校運営の充実

　新宿の多様な社会的資源を活かした教育活動



55 
 

 個別事業  

	

１０ 地域が参画する学校運営の充実 

 

33 地域協働学校の充実 ＜第一次実行計画事業 31「地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実」＞ 

 

34 学校評価の充実 ＜第一次実行計画事業 24②＞ 

                                                   
*63	 小中連携型地域協働学校…地域ぐるみで子どもの一貫した成長を支え、互いの顔の見える関係づくりを一層推

進するために、近隣の小・中学校の学校運営協議会が連携して活動を展開する地域協働学校 

55

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

個 別 事 業個 別 事 業

10　地域が参画する学校運営の充実

３３. 地域協働学校の充実 ＜第一次実行計画事業31「地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実」＞

３4. 学校評価の充実 ＜第一次実行計画事業24②＞



56 
 

	

１１ 新宿の多様な社会的資源を活かした教育活動 

 

35 スクールスタッフの活用 

 

36 スクール・コーディネーターの活動 

37 文化・芸術等を学ぶ機会の充実 

56 57

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

３5. スクールスタッフの活用

３6. スクール・コーディネーターの活動

３7. 文化・芸術等を学ぶ機会の充実

11　新宿の多様な社会的資源を活かした教育活動



57 

トピックス

この学校が好き このまちが好き 地域協働学校

地域協働学校運営協議会 

地域協働学校 

学校長 

地域協働学校のしくみ 

意

見 

 
 
▼学校運営の基本的な方針について 
    協議し、意見を述べる。 
▼学校運営に関する事項について、 
    教育委員会・校長に意見を述べる 
    ことができる。 
▼学校の運営状況について評価を行う。 

▼地域住民参画を具体的に進めるため、 
    協議会に支援部を置く。 

委 員 

コーディネート 支 援 

支 援 部 

学校運営 
 

教育活動 

説

明 

説 明 

意 見 

 保 護 者 ・ 地 域 の 方   

理解・協力・参画 

評 価 

学校運営の 
 

基本的な方針 

57

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

この学校が好き このまちが好き 地域協働学校

事 例 紹 介
〜地域協働学校における学校支援活動〜
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58 59

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現



59 

 

現状と課題 

*64	 新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク…教育、福祉、保健等の子ども家庭関係機関の連携により、要

保護児童や要支援児童への適切な支援を図るため、児童福祉法第 25条の 2に基づき設置した要保護児童対策
地域協議会。平成 24年 4月に子どもから若者まで切れ目のない支援を行うため、子ども家庭サポートネット
ワークを発展改組したもので、子ども・若者育成支援推進法第 14条に基づく「子ども・若者支援地域協議会」
としても位置付けている。

59

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

■ ■ ■ 施策５　家庭の教育力の向上支援

現状と課題現状と課題
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取組の方向性 

家庭の教育力向上のための支援の充実 

家庭教育を担う保護者同士の学びの支援 

個別事業 

１２ 家庭の教育力向上のための支援の充実 

38 入学前プログラムの実施 

代表者会議 

若者自立 
支援部会 

発達支援部会 
子ども学校 

サポート部会
虐待防止 
等部会 

事例検討部会 

サポート

チーム会議

サポート

チーム会議

サポート

チーム会議

サポート

チーム会議

新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク 

60 61

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

取組の方向性取組の方向性

個 別 事 業個 別 事 業

　家庭の教育力向上のための支援の充実

　家庭教育を担う保護者同士の学びの支援

３8. 入学前プログラムの実施

12　家庭の教育力向上のための支援の充実



61 

39 多様な形態による家庭の教育力向上支援の実施 

１３ 家庭教育を担う保護者同士の学びの支援 

40 ＰＴＡ活動への支援 

41 保護者の学校行事等への参加促進 

61

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

40. ＰＴＡ活動への支援

41. 保護者の学校行事等への参加促進

３9. 多様な形態による家庭の教育力向上支援の実施

13　家庭教育を担う保護者同士の学びの支援



妊娠期からの子育て支援

多様なニーズへの対応と親と子の育ちの場をつくる子育て支援

子どもの育ち・子育てを地域で支え合う環境づくり

男女がともに仕事と子育て等を両立できる環境づくり

62 

トピックス

すべての子育て家庭を応援 新宿区の子育て支援の取組 

　  

 

 

 

62 63

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

すべての子育て家庭を応援 新宿区の子育て支援の取組



63 
 

 

 

 現状と課題  

                                                   
*65	 新中央図書館等基本計画…平成 19年 12月に第一次実行計画で示した「中央図書館の役割や機能を抜本的に見

直し、ＩＴ社会に対応した情報センターとしての機能を強化した新中央図書館の整備」について、基本的な方

向性を示したもの。平成 22年 11月に策定。 
*66	 新宿区緊急震災対策…東日本大震災をふまえ平成 23年 5月に策定。内容は「中央図書館は旧戸山中学校を仮移

転として移転する。（略）なお、新中央図書館のスケジュールについては改めて判断することとする。」という

もの。 

63

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

■ ■ ■ 施策６　生涯の学びを支える図書館の充実

現状と課題現状と課題
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図４ 新宿区立図書館を特に利用したいと思う曜日（日曜日を除く複数回答） 

図５ 公立図書館の新しい取組で最も期待するサービス 
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新宿区「新宿区区民意識調査」平成26年度

新宿区「新宿区区民意識調査」平成26年度	回答数:1,309

64 65

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現
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取組の方向性 

区民にやさしい知の拠点をめざした図書館の充実 

子ども読書活動の推進 

個別事業 

１４ 区民にやさしい知の拠点をめざした図書館の充実 

42 図書館利用機会の充実（「毎日開館体制」の構築） ＜第一次実行計画事業 98「図書館サービスの充

実（区民にやさしい知の拠点）」＞ 

43 魅力ある情報資源の整備充実（電子書籍等） ＜第一次実行計画事業 98「図書館サービスの充実（区

民にやさしい知の拠点）」＞ 

65

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

取組の方向性取組の方向性

個 別 事 業個 別 事 業

　区民にやさしい知の拠点をめざした図書館の充実

　子ども読書活動の推進

42.  図書館利用機会の充実（「毎日開館体制」の構築） ＜第一次実行計画事業98「図書館サービスの充実（区民にやさ

しい知の拠点）」＞

4３.  魅力ある情報資源の整備充実（電子書籍等） ＜第一次実行計画事業98「図書館サービスの充実（区民にやさしい知

の拠点）」＞

14　区民にやさしい知の拠点をめざした図書館の充実



66 

44 新中央図書館等の建設 ＜第一次実行計画事業 100＞ 

１５ 子ども読書活動の推進 

45 子ども読書活動の推進 ＜第一次実行計画事業 99①＞ 

46 絵本でふれあう子育て支援事業 ＜第一次実行計画事業 99②＞ 

66 67

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

45. 子ども読書活動の推進 ＜第一次実行計画事業99①＞

46. 絵本でふれあう子育て支援事業 ＜第一次実行計画事業99②＞

44. 新中央図書館等の建設 ＜第一次実行計画事業100＞

15　子ども読書活動の推進
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47 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業 26＞ 

48 朝読書の推進 
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29（2017）年度末の
現況（予定） 

30 年度 
（2018） 

31 年度 
（2019） 

32 年度 
（2020） 

32（2020）年度末の
目標 

・0 歳児健診時の読み

聞かせ参加者の割合 

95％ 

 

・３歳児健診時の読み

聞かせ参加者の割合 

83％ 

・0 歳児健診で

の読み聞かせ

と絵本 2 冊の

配付 

 

・3 歳児健診で

の読み聞かせ

と、図書館での

絵本 1 冊の配

付 

  ・0 歳児健診時の読み

聞かせ参加者の割合 

97％ 

 

・３歳児健診時の読み

聞かせ参加者の割合 

85％ 

 

47 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業 26＞ 

子どもの読書活動を推進するとともに、学校図書館を調べ学習等の教育活動に一層活用する

ため、司書等の資格を有する学校図書館支援員を全校に配置（週 2 回程度）し、学校図書の

計画的な購入、児童・生徒の年齢や発達に応じた読書案内やレファレンス、区立図書館との連

携等を行い、読書活動の充実を図ります。 

また、平成 29 年度から実施している学校図書館の放課後等開放のモデル実施の状況をふま

え、平成 31(2019)年度には全小学校の学校図書館を放課後等に児童に開放し、読書活動を

より一層推進するとともに、図書検索やインターネット等を活用した調べ学習や自学自習がで

きる環境を整備します。 

 

29（2017）年度末の
現況（予定） 

30 年度 
（2018） 

31 年度 
（2019） 

32 年度 
（2020） 

32（2020）年度末の
目標 

・学校図書館の活用度 

60.9% 

 

・学校図書館等で薦め

られた図書の読書率 

43.8% 

 

 

・学校図書館放課後等

開放モデル実施（小学

校５校） 

・学校図書館支

援員の全校配

置 

 

・学校図書の計

画的な更新（対

図 書 標 準 数

7%以上） 

 

・学校図書館放

課後等開放モ

デル実施（小学

校 15 校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校図書館放

課後等開放本

格実施（小学校

全 29 校） 

 ・学校図書館の活用度 

62.1％ 

 

・学校図書館等で薦め

られた図書の読書率 

47.5％ 

 

 

・学校図書館放課後等

開放本格実施（小学校

全 29 校） 

 

48 朝読書の推進 

区立図書館等と連携し、団体貸出しや朝読書セットの利用を推進するなど、各区立学校にお

ける朝読書の内容の充実を図ります。また、読書感想文の取組を進めるとともに、読書感想文

集作成等により発表の機会を設定するなど、より読書に親しむ機会を充実します。 
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柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

47. 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業26＞

48. 朝読書の推進
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現状と課題 

*67	 しんじゅく安全・安心情報ネット…新宿区が警察・学校・地域等から入手した不審者情報、事件情報、その他

の防犯情報について、携帯電話やパソコンへメール配信するサービス

*68	 新宿区通学路交通安全プログラム…通学路における継続的な安全点検のしくみとして策定されたプログラム。

これに基づき、全区立小学校で定期的に交通安全総点検を実施し、対策を講じる。

*69	 ピーポ 110 ばんのいえ…子どもが身の危険を感じたときに、助けを求めたりできる緊急避難場所。所管警察署

による現地確認を経て登録した家庭や事業者について、子どもに見えやすい場所にステッカーを掲示する。

68 69

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

■ ■ ■ 施策７　子どもの安全の推進

現状と課題現状と課題
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取組の方向性 

安全教育の充実 

地域ぐるみの学校安全・学校防災対策の推進 

個別事業 

１６ 安全教育の充実 

49 安全教育の推進 

*70	 Ｊアラート…緊急地震速報等の自然災害情報や、弾道ミサイル情報等の国民保護情報といった対処に時間的余

裕のない事態に関する緊急情報を住民に瞬時に伝達するシステム

69

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

取組の方向性取組の方向性

個 別 事 業個 別 事 業

　地域ぐるみの学校安全・学校防災対策の推進

　安全教育の充実

49. 安全教育の推進

16　安全教育の充実
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50 情報モラル教育の推進 

１７ 地域ぐるみの学校安全・学校防災対策の推進 

51 学校安全対策の充実 

52 学校防災対策の充実 

*71	 安全用品等…教育委員会では、小学校新 1年生全員に黄色い帽子及びランドセルカバーを配付し、通学時の安

全の確保を図っている。また、小学校新 1年生に防犯啓発冊子を配付するほか、小学校 1・4 年生及び中学校 1

年生に防犯ブザーを配付し、防犯対策を図っている。	

7170 71

柱 2　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

51. 学校安全対策の充実

52. 学校防災対策の充実

17　地域ぐるみの学校安全・学校防災対策の推進

50. 情報モラル教育の推進



71 

現状と課題 

柱３ 時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境 

の実現 

71

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

71

時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境

の実現
柱３

■ ■ ■ 施策８　一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備

現状と課題現状と課題
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表６ いじめの認知件数、いじめを認知した学校数 

 
	 項目	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	 28 年度	

小学校	
認知件数	 117	 72	 168	 199	 507	

認知学校

数	

23	 20	 26	 23	 29	

中学校	
認知件数	 61	 81	 97	 76	 93	

認知学校

数	

9	 10	 10	 10	 10	
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」平成 24 年度〜27 年度	
文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」平成 28 年度	

	
※	 平成 26 年度のいじめ認知件数については、文部科学省より再調査の依頼があり、再調査後の認知件数及
び認知学校数を記載。	

※いじめの定義（平成 25 年～）	
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一

定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて
行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」と
する。	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 

○ 平成 28 年度の不登校児童・生徒は、小学校で 38 人、中学校で 84 人でした。前年度との

比較では若干の増加となりましたが、中学生の不登校の出現率がピークであった平成 21 年度

（小学校は平成 23 年度）と比較すると、不登校の児童・生徒の人数は 115 人（小学校は

55 人）から減少しており、各校の取組の成果が現れてきています。しかし、不登校となった

きっかけは、友人関係、家庭内の問題、学業不振等、多様であり、今後もそれぞれのケースに

応じた丁寧な対応が求められます。 

教育センターでの教育相談の件数は、増加傾向にあります。また、不登校をはじめさまざま

な児童・生徒の相談等に対応するためにスクールカウンセラーを全小・中学校に配置していま

すが、学校におけるさまざまな悩みや不安を持つ子どもの相談件数も増加傾向にあり、早急な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策の推進体制

報告・連絡

・相談

※ いじめ防止対策推進法

条１項の組織

報告

招集

・設置

新宿区子ども家庭・
若者サポートネットワーク

※ いじめ防止対策推進法

条３項の組織

調査・依頼

指導・助言

コーディネート

指導・助言

連携

※ いじめ防止対策推進法

条 項の組織

連携

子ども家庭支援センター
児童相談所

警察 等

区立教育センター

カウンセラー

の派遣 等

73 

図６ 新宿区の特別支援学級及び特別支援教室・通級指導学級の在籍児童数・生徒数の推移 

※各年度 5月 1日現在 「新宿区の概況」より

新宿区における

いじめ防止対策の推進体制
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柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現
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図６ 特別支援学級及び特別支援教室・通級指導学級の在籍児童数・生徒数の推移 

※各年度 5月 1日現在 文部科学省「学校基本調査」

（人）

（年度）

小学校 特別支援学級 中学校 特別支援学級

小学校 特別支援教室（まなびの教室） 中学校 通級指導学級

73

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現
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表７ 日本語サポート指導を受けた外国籍等の園児・児童・生徒数 

言語別内訳（平成 28 年度） 

言	 語	 園児数	 児童数	 生徒数	 合計	

中国語	 4	 35(1)	 10	 49(1)	

韓国語	 11	 12	 1	 24	

英語	 3	 10	 3	 16	

ネパール語 3	 3	 1	 7	

スペイン語 3	 1	 4	

ベトナム語	 2	 1	 3	

タイ語 1	 1	 2	

ミャンマー語 1	 1	 2	

タガログ語 1	 1	

ロシア語 1	 1	

チベット語 1	 1	

合	 計	 28	 66(1)	 16	 110(1)	

	

取組の方向性 

いじめ・不登校等の防止 

新宿区教育委員会「新宿区立教育センター所報	№16」平成 28 年度

※（	 ）内は再指導数	 外数で表示	

74 75

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

取組の方向性取組の方向性

　いじめ・不登校等の防止
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特別支援教育の推進

外国籍等の子どもへの日本語サポート体制の充実 

外国籍や障害のある子どもたちから学び合える交流 

家庭環境にかかわらず豊かに学べる教育環境の整備 

個別事業 

１８ いじめ・不登校等の防止 

53 いじめ防止対策の推進 

*72	 学校問題等調査委員会…児童・生徒の心身又は財産への重大な被害等が発生した際の調査・対応に備えて教育

委員会に設置する委員会。教育委員会事務局職員及び専門家（法律・医療・学識経験）で構成する。

75

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

個 別 事 業個 別 事 業

　特別支援教育の推進

　外国籍等の子どもへの日本語サポート体制の充実

　外国籍や障害のある子どもたちから学び合える交流

　家庭環境にかかわらず豊かに学べる教育環境の整備

5３. いじめ防止対策の推進

18　いじめ・不登校等の防止
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54 児童・生徒の不登校対策 ＜第一次実行計画事業 25④＞ 

26 スクールカウンセラーの配置 ＜第一次実行計画事業 25⑤「専門人材を活用した教育相談体制の充実」＞【再掲】 

*73	 不登校対策マニュアル…不登校の未然防止や早期対応の取組を充実させるため、不登校対策委員会で検討・作

成する教職員向けの理解啓発資料

76 77

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

26. スクールカウンセラーの配置 ＜第一次実行計画事業25⑤「専門人材を活用した教育相談体制の充実」＞【再掲】

54. 児童・生徒の不登校対策 ＜第一次実行計画事業25④＞
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55 教育相談体制の充実 

56 児童・生徒理解を進める研修の実施 

１９ 特別支援教育の推進 

57 特別支援教育の推進 ＜第一次実行計画事業 25①＞ 

77

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

57. 特別支援教育の推進 ＜第一次実行計画事業25①＞

56. 児童・生徒理解を進める研修の実施

55. 教育相談体制の充実

19　特別支援教育の推進
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58 中学校への特別支援教室の開設 ＜第一次実行計画事業 25②＞ 

 

59 学校に対する巡回指導・相談体制の充実 

 

２０ 外国籍等の子どもへの日本語サポート体制の充実 

 

60 日本語サポート指導 ＜第一次実行計画事業 25③＞ 

                                                   
*74	 特別支援教育相談員…就学相談、特別支援教育に係る巡回相談・指導を行う非常勤職員 

78 79

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

59. 学校に対する巡回指導・相談体制の充実

60. 日本語サポート指導 ＜第一次実行計画事業25③＞

58. 中学校への特別支援教室の開設 ＜第一次実行計画事業25②＞

20　外国籍等の子どもへの日本語サポート体制の充実
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61 外国籍等の子どもや保護者への教育支援等 

２１ 外国籍や障害のある子どもたちから学び合える交流 

62 共同学習の推進 

*75	 総合的な学習の時間…自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資

質や能力を育むこと等をねらいとする時間

*76	 副籍交流…特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の指定校に副次的な籍を持ち、

その学校の児童・生徒と交流すること

79

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

62. 共同学習の推進

61. 外国籍等の子どもや保護者への教育支援等

21　外国籍や障害のある子どもたちから学び合える交流
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２２ 家庭環境にかかわらず豊かに学べる教育環境の整備 

3 放課後等学習支援 【再掲】 

47 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業 26＞【再掲】 
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柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

３. 放課後等学習支援 【再掲】

47. 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業26＞【再掲】

22　家庭環境にかかわらず豊かに学べる教育環境の整備



学童クラブ

放課後子どもひろば

児童館・児童コーナー

81 

63 専門人材を活用した教育相談体制の充実 ＜第一次実行計画事業 25⑤＞ 

*77	 スーパーバイザー…スクールソーシャルワーカー等に対して、専門職としての一層の資質向上のための指導・

助言を行う学識経験者等

トピックス

放課後の子どもの居場所 

81

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

6３. 専門人材を活用した教育相談体制の充実 ＜第一次実行計画事業25⑤＞

放課後の子どもの居場所
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55 教育相談体制の充実 【再掲】 

64 公私立幼稚園保護者の負担軽減 

65 就学援助 

66 奨学資金の貸付 

82 83

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

65. 就学援助

66. 奨学資金の貸付

64. 公私立幼稚園保護者の負担軽減

55. 教育相談体制の充実 【再掲】
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トピックス

子どもの貧困の連鎖を防止するための新宿区の取組 

 

 

 

 

子どもの貧困対策等に資する事業の全庁的展開

【第一次実行計画事業】

地域における子育て支援サービスの推進／子どもから若者までの切れ目のない支援の充実

妊娠期からの子育て支援／生活保護受給者の自立支援の推進／生活困窮者の自立支援の推進

区立小・中学生全世帯へ向けた支援施策ガイドの作成、配布（平成 30 年度から）

【経常事業】（法令等で定める事業を除く）

子ども医療費助成／ひとり親家庭への支援／子ども未来基金

子育てに関する相談・支援体制の充実／受験生チャレンジ支援貸付事業

【各事業内で行っている経済的支援】

ひとり親世帯等の負担軽減

・認可保育所、子ども園、地域型保育事業利用者の負担軽減

・認証保育所保育料助成、認可外保育施設保育料助成

生活保護受給世帯、住民税非課税世帯等の負担軽減

・学童クラブ利用料、ひろばプラスおやつ代の減免

・その他各種子育て支援サービスにおける減免
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子どもの貧困の連鎖を防止するための新宿区の取組
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現状と課題 

*78	 「次世代の学校・地域」創生プラン…学校と地域が一体となって地域創生に取り組めるよう、中央教育審議会

の答申の内容の具体化を強力に推進するべく、文部科学省が策定したもの
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■ ■ ■ 施策９　学校の教育力の強化

現状と課題現状と課題



85 

表８ 区立学校教員の１週間当たりの学内実働勤務時間 

校種	 職層	 新宿区	
〔参考〕文部科学省調査	
(平成 28 年度	速報値）	

小学校	

校長	 58 時間 42 分	 54 時間 59 分	

副校長	 68 時間 35 分	 63 時間 34 分	

教諭	 57 時間 53 分	 57 時間 25 分	

中学校	

校長	 56 時間 27 分	 55 時間 57 分	

副校長	 68 時間 43 分	 63 時間 36 分	

教諭	 64 時間 22 分	 63 時間 18 分	

特別支援学校	 教諭	 56 時間 05 分	 ―	

幼稚園	 教諭	 50 時間 05 分	 ―	

新宿区教育委員会「新宿区立学校教員勤務実態調査」	

１	 調査対象は、校長（園長）・副校長（副園長）は全員（計 85 人）とし、教諭は小学校 3 校・中学校 2 校・
特別支援学校 1 校・幼稚園 3 園（計 135 人）をサンプル抽出した。	

２	 教諭には、主幹教諭、主幹養護教諭、指導教諭、主任教諭、主任養護教諭、教諭、養護教諭、期限付き任
用教諭、臨時的任用教員、再任用教員（フルタイム）を含む。	

３	 学校内における実働勤務時間であり、学校外の業務時間（主に自宅での準備時間等）は含まない。	
４	 平日の平均勤務時間の算出の際、年次休暇を取得している日は計算から除外した。	
５	 文部科学省実施の教員勤務実態調査(平成 28 年度)では、調査の平均回答時間(1 週間につき小学校 64 分、	
　　中学校 66 分)を一律で差し引いているが、区の調査では回答時間を差し引いていない。	
６	  1 週間当たりの正規の勤務時間は 38 時間 45 分	

○ これまで、各学校・園の中・長期的な視点に立った創意工夫ある教育活動の展開を具現化す

るため、特色ある学校づくりや各学校の教育目標に沿った計画的な教育活動を支援してきまし

た。平成 29 年度からはすべての小・中学校が地域協働学校となり、学校と地域が連携・協働

して子どもたちの成長を支援しています。

また、子どもたちの学習効果を高めるとともに、教員が幼児・児童・生徒と向き合う時間を

確保する観点から、学籍・成績管理等の校務支援のための「校務用ネットワーク」、学校のさ

まざまな場所と場面でＩＣＴを活用するための「教育用ネットワーク」を全校に整備するなど、

新宿版教室のＩＣＴ化を整備してきました。 

今後も、こうした新宿区の強みを活かした教育環境の充実を図っていく必要があります。 

○ 平成 28 年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査（東京都教育委員会）」からは、教

員が児童・生徒の考えを引き出したり、思考を深めたりするような発問や指導をすることと、

学力調査の結果には相関関係があることが分かっています（表 9）。教員の指導は児童・生徒

の学力の向上に影響を与えており、一人ひとりの教員が授業改善を進めていくことが求められ

ています。

また、子どもの意識に目を向けると、「授業の内容はどのくらい分かりますか」という質問

に対し、「どちらかといえば分からない」「ほとんど分からない」と否定的な回答をした生徒の

割合は、教科の中で英語が最も高く、その次に高かったのが理科という結果でした（表１０）。

新宿区でも同様の状況がみられます。否定的な回答の多かった英語や理科はもちろん、いずれ

の教科でも、子どもたちの学習意欲を高めるとともに、分かりやすい授業づくりを進めていく

必要があります。 
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表８ 区立学校教員の１週間当たりの学内総勤務時間 

校種	 職層	 新宿区	
〔参考〕文部科学省調査	
(平成 28 年度	速報値）	

小学校	

校長	 58 時間 42 分	 54 時間 59 分	

副校長	 68 時間 35 分	 63 時間 34 分	

教諭	 57 時間 53 分	 57 時間 25 分	

中学校	

校長	 56 時間 27 分	 55 時間 57 分	

副校長	 68 時間 43 分	 63 時間 36 分	

教諭	 64 時間 22 分	 63 時間 18 分	

特別支援学校	 教諭	 56 時間 05 分	 ―	

幼稚園	 教諭	 50 時間 05 分	 ―	

新宿区立学校教員勤務実態調査	

１	 調査対象は、校長（園長）・副校長（副園長）は全員（計 85 人）とし、教諭は小学校 3 校・中学校 2 校・
特別支援学校 1 校・幼稚園 3 園（計 135 人）をサンプル抽出した。	

２	 教諭には、主幹教諭、主幹養護教諭、指導教諭、主任教諭、主任養護教諭、教諭、養護教諭、期限付き任
用教諭、臨時的任用教員、再任用教員（フルタイム）を含む。	

３	 学校内における実働勤務時間であり、学校外の業務時間（主に自宅での準備時間等）は含まない。	
４	 平日の平均勤務時間の算出の際、年次休暇を取得している日は計算から除外した。	
５	 文部科学省実施の教員勤務実態調査(平成 28 年度)では、調査の平均回答時間(1 週間につき小学校 64 分、	
	 	 中学校 66 分)を一律で差し引いているが、区の調査では回答時間を差し引いていない。	
６	  1 週間当たりの正規の勤務時間は 38 時間 45 分	
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図７ 学校評価におけるＩＣＴ活用に関する意識調査結果（平成 28 年度） 
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あなたは学校では授業中にＩＣＴ機器を

使って発表をしている（児童・生徒）

あなたは、授業中に児童・生徒がＩＣＴ

機器を使う機会を設定するなど、ＩＣＴ

機器の効果的な活用について積極的に検

討し、導入している（教員）

小学校児童

中学校生徒

小学校教員

中学校教員

	0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%

はい	 少しはい	 少しいいえ	 いいえ	 その他

	0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%

はい	 少しはい	 少しいいえ	 いいえ	 わからない
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表９ 教員の発問・指導方法と平均正答率との関係 

児童・生徒の様々な考えを引き

出したり、思考を深めたりする

ような発問や指導を行った。	

平均正答率（％）	

小学校	 中学校	

国語	 社会	 算数	 理科	 国語	 社会	 数学	 理科	 英語	

よく行った	 74.6	 73.0	 63.5	 63.4	 72.1	 59.6	 60.0	 57.5	 72.1	

どちらかといえば行った	 73.2	 71.5	 61.8	 61.8	 70.9	 57.7	 56.3	 55.9	 70.9	

行っていない	 71.6	 68.2	 58.7	 58.7	 66.3	 52.9	 49.7	 47.5	 66.3	

表１０ 児童・生徒の授業の理解度 

授業の内容はどのくらい	

分かりますか。

小学校（％）	 中学校（％）	

国語	 社会	 算数	 理科	 国語	 社会	 数学	 理科	 英語	

よく分かる	 42.9	 41.1	 55.8	 54.5	 29.6	 32.9	 39.3	 29.8	 33.0	

どちらかといえば分かる	 47.1	 44.4	 34.8	 37.4	 53.3	 44.6	 40.9	 45.8	 39.7	

どちらかといえば分からない	 9.0	 12.7	 7.8	 7.2	 14.7	 18.5	 15.5	 20.4	 20.1	

ほとんど分からない	 0.1	 0.1	 0.2	 0.2	 2.4	 4.0	 4.2	 4.0	 7.1	

取組の方向性 

教育の質を高める学校運営 

教職員の勤務環境の改善等 

教職員の資質・能力の向上 

東京都教育委員会「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（学校質問紙調査）平成 28 年度

東京都教育委員会「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（児童・生徒質問紙調査）平成 28 年度
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取組の方向性取組の方向性

　教育の質を高める学校運営

　教職員の勤務環境の改善等

　教職員の資質・能力の向上
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 個別事業  

 

２３ 教育の質を高める学校運営 

 

67 創意工夫ある教育活動の推進 ＜第一次実行計画事業 24③＞ 

 

68 教育課題研究校の指定 

 

69 学校経営力の向上 
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個 別 事 業個 別 事 業

68. 教育課題研究校の指定

69. 学校経営力の向上

67. 創意工夫ある教育活動の推進 ＜第一次実行計画事業24③＞

23　教育の質を高める学校運営
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34 学校評価の充実 ＜第一次実行計画事業 24②＞【再掲】 

33 地域協働学校の充実 ＜第一次実行計画事業 31「地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実」＞【再

掲】 
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３4. 学校評価の充実 ＜第一次実行計画事業24②＞【再掲】

３３. 地域協働学校の充実 ＜第一次実行計画事業31「地域協働学校（コミュニティ・スクール）の充実」＞【再掲】
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２４ 教職員の勤務環境の改善等 

63 専門人材を活用した教育相談体制の充実 ＜第一次実行計画事業 25⑤＞【再掲】 

90 91

柱 3　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

6３. 専門人材を活用した教育相談体制の充実 ＜第一次実行計画事業25⑤＞【再掲】

24　教職員の勤務環境の改善等
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70 部活動を支える環境の整備 ＜第一次実行計画事業 34①＞ 

71 学校の法律相談体制の整備 

72 教員の働き方の意識改革等 

 

２５ 教職員の資質・能力の向上 

73 ＯＪＴの推進 

74 学校支援アドバイザーの派遣 
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7３. ＯＪＴの推進

74. 学校支援アドバイザーの派遣

72. 教員の働き方の意識改革等

71. 学校の法律相談体制の整備

70. 部活動を支える環境の整備 ＜第一次実行計画事業34①＞

25　教職員の資質・能力の向上
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75 経験と職層に応じた研修の充実 
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75. 経験と職層に応じた研修の充実
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現状と課題 
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■ ■ ■ 施策10　学校環境の整備・充実

現状と課題現状と課題
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図８ 供用開始後経過年数別延床面積の割合 

平成 29 年 2 月「新宿区公共施設等総合管理計画」より	

取組の方向性 

新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備 

将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進 

小学校 

中学校 
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新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備 

将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進 

小学校 

中学校 

学校運営課資料
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取組の方向性 

新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備 

将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進 
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学校運営課資料
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学より廃止しました。中学校の学校選択制度は維持しますが、今後の新入学生徒数や人口動態、

また社会状況等の変動があった場合は見直しを行っていく必要があります。 

 
図８ 供用開始後経過年数別延床面積の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 学校運営課資料	

 

 

 取組の方向性  

新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備 

	

○ 教育用ネットワークを効果的に活用し、子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」が実現

できるよう、新学習指導要領に対応した環境を整えるとともに、学校図書館の学習機能を高め

るため放課後等の開放を拡大するなど、子どもたちの学びの環境のさらなる整備・充実を図り

ます。 

 

将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進 

 

○ 学校施設の長寿命化のための予防保全や施設整備に向けた方針について検討し、計画的な整

備を推進していきます。 

小学校 

中学校 
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取組の方向性取組の方向性

　新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備

　将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進
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個別事業 

２６ 新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備 

76 学校施設の改善 ＜第一次実行計画事業 29＞ 

47 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業 26＞【再掲】 
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個 別 事 業個 別 事 業

76. 学校施設の改善 ＜第一次実行計画事業29＞

47. 学校図書館の充実 ＜第一次実行計画事業26＞【再掲】

26　新しい教育課題に対応した魅力ある学校環境の整備
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4 ＩＣＴを活用した教育の充実 ＜第一次実行計画事業 30＞【再掲】 
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4. ＩＣＴを活用した教育の充実 ＜第一次実行計画事業30＞【再掲】
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２７ 将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進 

77 通学区域、学校選択制度、学校の適正規模及び適正配置の適切な運営 ＜第一次実行計画事業 27

「時代の変化に応じた学校づくりの推進」＞ 

78 公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の個別計画の策定 ＜一部第一次実行計画事業 109「公

共施設等総合管理計画に基づく区有施設のマネジメント」＞ 
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77.  通学区域、学校選択制度、学校の適正規模及び適正配置の適切な運営 ＜第一次実行計画事業27「時代の変化

に応じた学校づくりの推進」＞

78.  公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の個別計画の策定 ＜一部第一次実行計画事業109「公共施設等総合

管理計画に基づく区有施設のマネジメント」＞

27　将来を見据えた学校規模適正化と施設整備等の推進
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１ 教育ビジョンの進行管理 
 

	

２ 開かれた教育委員会の推進 

 

	

３ 関係部署・関係機関等との連携・協力 

 

	

４ 国、東京都への要望 
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１ 新宿区の子どもの状況等 

（１） 新宿区の子どもの状況

① 子ども（0 歳～14 歳）の人口の推移

この 10 年間で 1 割強増加しています。

 

 

 

      

【住民基本台帳】 

② 幼稚園・保育園・子ども園児数の推移

この 10 年間で約 4 割増加しています。

【新宿区の概況】 
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（子ども園児数：19～22 年度 5 月 1 日現在、23 年度以降 4 月 1 日現在） 

※平成 24 年まで外国人登録者数を含む。

※平成 25 年より住民基本台帳に外国人が含まれる。
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③ 区立小学校・中学校・特別支援学校

ⅰ 児童・生徒数の推移 

ア 小学校 児童数

この 10 年間で、1 割弱増加しています。

イ 中学校 生徒数

この 10 年間で、1 割弱減少しています。
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（各年度 5月 1日現在）	

【学校基本調査】 

学校教育行政に必要な学校に関する基本事項（学校数、在学者数、教員数等）を明らかにすることを目

的とした調査。文部科学省が統計法に基づき、学校教育法で規定されている全ての学校及び市町村教育委

員会を対象に毎年実施する。 

【学校基本調査】	

（各年度 5 月 1 日現在）	 【学校基本調査】	
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【学校基本調査】 

学校教育行政に必要な学校に関する基本事項（学校数、在学者数、教員数等）を明らかにすることを目

的とした調査。文部科学省が統計法に基づき、学校教育法で規定されているすべての学校及び市町村教育

委員会を対象に毎年実施する。 

【学校基本調査】	

【学校基本調査】	
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ウ 特別支援学校（新宿養護学校）児童・生徒数 

増減を繰り返しながら、この 10 年間で 2 割近く増加しています。 

 
【学校基本調査】     

 

ⅱ 特別な支援を要する児童・生徒数の推移 

ア 小学校 児童数（特別支援学級・特別支援教室） 

増加が顕著で、特別支援教室の児童数はこの 10 年間で 4 倍以上に増加しています。 

 

【学校基本調査】     

 
 

イ 中学校 生徒数（特別支援学級・通級指導学級） 

増減を繰り返しながら、この 10 年間で 3 割強増加しています。 

	
【学校基本調査】     
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ⅲ 不登校児童・生徒数の推移 

ア 小学校 児童

不登校による長期欠席者数（年間 30 日以上欠席した児童数）及び出現率は、9 年前

と比べほぼ同水準にあります。	

イ 中学校 生徒

不登校による長期欠席者数（年間 30 日以上欠席した生徒数）及び出現率は、9 年前

と比べほぼ同水準にあります。	

（各年度 1 年間の合計数） 

(％) 

19〜27 年度【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査】 

28 年度【児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査】 

(％) 

【児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査】 

生徒指導上の諸課題（暴力行為、いじめ、長期欠席等）の現状を把握することにより、今後の施策の推

進に資することを目的とした調査。文部科学省が統計法に基づき、すべての国公私立小学校、中学校、高

等学校等及び教育委員会を対象に毎年実施する。 

19〜27 年度【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査】  
28 年度【児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査】 

※不登校出現率(%)＝不登校による長期欠席者数／全児童・生徒数

（各年度 1 年間の合計数） 
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ⅳ 外国籍児童・生徒数の推移 

ア 小学校 児童

外国籍児童数は、この 10 年間で 3 割台半ば近く増加しています。

【学校基本調査】

320 325
311 309 310 318

345

391
405

4304.0% 4.1%
3.9% 3.9% 4.0% 4.0%

4.3%

4.7% 4.7% 4.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(％)(人)

(年度)

外国籍児童数

構成比

韓国 183人

43%

中国 133人

31%

ミャンマー 31人

7%

ネパール 12人

3%

台湾 9人

2%

タイ 9人

2%

米国 8人

2%

ベトナム 5人

1%

その他 26人

6%

計430人

（各年度 5 月 1 日現在） 

（平成 29 年 5 月 1 日現在） 

※国籍の記載については住民基本台帳の国籍・地域による。

外国籍児童数国籍別内訳 

【学校運営課調べ】	

フィリピン 14人

3%
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ⅳ 外国籍児童・生徒数の推移 

ア 小学校 児童

外国籍児童数は、この 10 年間で 3 割台半ば近く増加しています。

【学校基本調査】

320 325
311 309 310 318

345

391
405

4304.0% 4.1%
3.9% 3.9% 4.0% 4.0%

4.3%

4.7% 4.7% 4.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(％)(人)

(年度)

外国籍児童数

構成比

韓国 183人

43%

中国 133人

31%

ミャンマー 31人

7%

ネパール 12人

3%

台湾 9人

2%

タイ 9人

2%

米国 8人

2%

ベトナム 5人

1%

その他 26人

6%

計430人

（各年度 5 月 1 日現在） 

（平成 29 年 5 月 1 日現在） 

※国籍の記載については住民基本台帳の国籍・地域による。

外国籍児童数国籍別内訳 

【学校運営課調べ】	

フィリピン 14人

3%
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イ 中学校 生徒

外国籍生徒数は、この 10 年間で 4 割近く増加しています。

                       【学校基本調査】

） 

117
131 133

150
167

158
149 150 153

162

4.0%

4.6%
4.8%

5.4%

5.9%
5.6%

5.2% 5.3%
5.5%

6.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

50

100

150

200

250

300

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(％)(人)

(年度)

外国籍生徒数

構成比

韓国 61人

38%

中国 55人

34%

フィリピン 10人

6%

ミャンマー 8人

5%

台湾 8人

5%

タイ 7人

4%

ネパール 6人

4%
その他 7人

4%

計162人

（各年度 5 月 1 日現在） 

（平成 29 年 5 月 1 日現在） 

※国籍の記載については住民基本台帳の国籍・地域による。

外国籍生徒数国籍別内訳 

【学校運営課調べ】	
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（２） 区民の教育への期待等 ～新宿区区民意識調査（平成28年度）より～

① 子どもたちに身に付けてほしい力

「思いやり」が5割強で最も高く、「規範意識（社会のルールやマナー）」が5割弱で続きます。	

問 あなたが子どもたちに身に付けてほしい力は何ですか。（３つまで選択可） 

② 特に充実すべき学校教育

「自ら考え、表現する力を伸ばす教育」が5割台半ばを超え最も高く、「教科の基礎的な学力を

身につける教育」が4割強で続きます。	

問 あなたが学校教育の中で特に充実すべきだと思うことは何ですか。（３つまで選択可） 

n=(1,276) 構成比(％)

思いやり 51.5

規範意識（社会のルールやマナー） 49.6

人間関係を築く力 46.8

学力 33.9

体力（健康を維持する力） 33.1

基本的な生活習慣 29.5

向上心 16.5

その他 2.0

わからない 1.6

無回答 3.9

51.5 

49.6 

46.8 

33.9 

33.1 

29.5 

16.5 

2.0 

1.6 

3.9 

0 20 40 60(%)

 n=(1,276) 構成比(％) 基数（人）

自ら考え、表現する力を伸ばす教育 56.9

教科の基礎的な学力を身につける教育 42.2

心の教育 37.4

個性や可能性を伸ばす教育 23.4

自国や他国の文化を理解する教育 22.6

英語によるコミュニケーション力を伸ばす教育 22.2

危険から身を守る能力の育成 14.7

将来の進路や職業を考える教育 13.9

体力の向上 13.4

自然体験活動 8.9

コンピュータやインターネットを活用した授業 7.4

学芸会や芸術鑑賞教室などの文化活動 2.9

その他 3.1

無回答 3.1

56.9

42.2

37.4

23.4

22.6

22.2

14.7

13.9

13.4

8.9

7.4

2.9

3.1

3.1

0 10 20 30 40 50 60 (%)

回答数:1,276	

回答数:1,276	

新宿区区民意識調査（平成28年度）の概要 

【調査目的】新宿区の区政運営の基本となる重要な課題 

に対する区民の意向・要望及び区民の生活 

意識等を把握し、今後の区政運営に反映さ 

せるための基礎資料とする。 

【調査期間】平成28年9月1日（木）～9月20日（火） 

【調査対象】住民基本台帳からの無作為抽出による新宿区 

在住の満18歳以上の男女2,500人（有効回収 

数1,276人、回収率51.0%） 
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③ 重要だと思う家庭の役割 

「生活習慣（早寝・早起きやきちんと朝食をとる等）を身につけさせる」が7割台半ば近くで

最も高く、「ルールや約束事を守らせる」が7割弱で続きます。	

	

問 子どもの教育のために、家庭の役割としてどのようなことが重要だと思いますか。（複数選択可） 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

④ 子どもたちが健やかに成長するために、特に重要だと思う地域の役割 

「地域におけるあいさつや声かけなどの習慣づくり」が6割近くで最も高く、「子どもたちのマ

ナーやモラルの育成」が5割強で続きます。	

	
問 子どもたちが健やかに成長するために、地域が担う役割として、あなたが特に重要だと思うものは次のうちどれ

ですか。（３つまで選択可） 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

             　　　   　　　  n=(1,276) 構成比(％) 基数（人）

生活習慣（早寝・早起きやきちんと朝食をとる等）を身につけさせる 74.2

ルールや約束事を守らせる 69.0

子どもの良くない言動をきちんとしかる 64.1

子どもの良いところやがんばりを認め、励ます 61.8

一緒に食事をしたり話をしたりして、たくさんふれあう 59.4

親が率先してあいさつをして、あいさつを習慣付けさせる 57.9

家の手伝いをさせる 38.9

自然体験や地域行事への参加など、さまざまなことを経験させる 36.1

学習習慣（宿題や予習・復習）を身につけさせる 31.1

その他 4.1

無回答 1.7

74.2

69.0

64.1

61.8

59.4

57.9

38.9

36.1

31.1

4.1

1.7

0 20 40 60 80(%)

　　　　　　　　　　n=(1,276) 構成比(％) 基数（人）

地域におけるあいさつや声かけなどの習慣づくり 58.8

子どもたちのマナーやモラルの育成 51.6

子どもの安全パトロール・見守り 40.8

ボランティアや地域活動への参加の機会づくり 26.9

習い事や遊び場の提供 19.5

地域の歴史や伝統文化の伝承 18.6

子どもの職業体験・生活体験の機会づくり 17.0

復習などの学習支援 4.7

その他 2.1

無回答 4.2

58.8

51.6

40.8

26.9

19.5

18.6

17.0

4.7

2.1

4.2

0 20 40 60 (%)

	

	

回答数:1,276	

回答数:1,276	
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２　個別事業（平成28年度～29年度）との関連表

柱１　子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現

柱 14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

１　確かな学力の向上 １　確かな学力の向上

1
学力調査を活用した個々の
学力の向上

1
学力調査を活用した個々の
学力の向上

継続 教育指導課

2 学校サポート体制の充実 [実] 2 学校サポート体制の充実 [実] 継続 教育指導課

3 放課後等学習支援 3 放課後等学習支援 継続 教育支援課

4
効果的にICTを活用した授業
の推進

4
ICTを活用した教育の充実
[実]

拡充 教育支援課

5
主体的・対話的で深い学びの
実現

新規 教育指導課

5
習得・活用・探究型の学習指
導の充実

（個別事業5「主体的・対話的で深
い学びの実現」へ統合）

6
ICTを活用した英語教育の推
進 [実]

新規 教育支援課

6
外国人英語教育指導員の配
置

7
外国人英語教育指導員の配
置の充実 [実]

拡充 教育支援課

8 英検チャレンジ [実] 新規 教育支援課

7 サイエンス・プログラムの推進 9 サイエンス・プログラムの推進 継続 教育支援課

10 環境教育の推進 [実] 継続 教育支援課

8 自学自習の支援
（個別事業3「放課後等学習支援」
へ統合）

9 家庭学習のすすめ
（個別事業39「多様な形態による
家庭の教育力向上支援の実施」へ
統合）

２　豊かな心と健やかな体づくり ２　豊かな心と健やかな体づくり

10 人権教育の推進 11 人権教育の推進 継続 教育指導課

11 道徳教育の充実 12 道徳教育の充実 継続 教育指導課

13 平和教育の推進 [実] 個別事業化 教育支援課

12 障害者理解教育の推進 [実] 14 障害者理解教育の推進 [実] 拡充 教育指導課

13 「法教育」等の推進 15 主権者教育等の推進 継続 教育指導課

14 キャリア教育の推進 16 キャリア教育の推進 継続 教育支援課

17
国際理解教育及び英語教育
の推進 [実]

17
国際理解教育及び英語教育
の推進 [実]

継続 教育支援課

18
伝統文化理解教育の推進
[実]

18
伝統文化理解教育の推進
[実]

継続 教育支援課

15
幼児・児童・生徒間等の交流
活動の充実

19
幼児・児童・生徒間等の交流
活動の充実

継続 教育支援課

16 児童会・生徒会活動の充実 20 児童会・生徒会活動の充実 継続 教育支援課

21 体験的な活動の充実 継続
教育指導課
教育支援課

22
移動教室等における自然体
験活動の実施

継続 教育支援課

19 体育指導者等の確保
（個別事業70「部活動を支える環
境の整備」へ統合）

20
スポーツへの関心と体力の向
上 [実]

23
スポーツへの関心と体力の向
上 [実]

継続 教育指導課

21 食育の推進 [実] 24 食育の推進 継続 教育指導課

22 子どもの生活習慣病の予防 25 子どもの生活習慣病の予防 継続 学校運営課

23 スクールカウンセラーの派遣 26
スクールカウンセラーの配置
[実]

継続 教育支援課

17
国際理解教育及び英語教育
の推進 [実] 【再掲】

17
国際理解教育及び英語教育
の推進 [実] 【再掲】

継続 教育支援課

18
伝統文化理解教育の推進
[実] 【再掲】

18
伝統文化理解教育の推進
[実] 【再掲】

継続 教育支援課

12
障害者理解教育の推進 [実]
【再掲】

14
障害者理解教育の推進 [実]
【再掲】

拡充 教育指導課

20
スポーツへの関心と体力の向
上 [実] 【再掲】

23
スポーツへの関心と体力の向
上 [実] 【再掲】

継続 教育指導課

変化の激しい時代
を生きる力の育成

2

子ども一人ひとりの
学びの保証

1 1
子ども一人ひとりの
学びの保証

4
豊かな人間性と社
会性をはぐくむ教
育の充実

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

平成30(2018)～32(2020)年度
個別事業

取組の方向性基本施策

4

東京2020オリン
ピック・パラリンピッ
ク競技大会を契機
とした教育の推進

5

東京オリンピック・
パラリンピックを契
機とした教育の推
進

6

基礎体力の向上と
健康な体づくり

5

変化の激しい時代
を生きる力の育成

2

（取組の方向性1「子ども
一人ひとりの学びの保
証」，12「家庭の教育力向
上のための支援の充実」
へ統合）

豊かな人間性と社
会性を育む教育の
充実

3

基礎体力の向上と
健康な体づくり

3

平成28(2016)～29(2017)年度
個別事業

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

柱
１
　
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の

「
生
き
る
力

」
を
は
ぐ
く
む
質
の
高
い
学
校
教
育
の
実
現

学習意欲の向上・
学習習慣の確立

新規 ：新たに取り組むもの 
拡充 ：第一期教育ビジョンから取組を拡充するもの 
継続 ：第一期教育ビジョンから引き続き取り組むもの 
個別事業化 ：これまでも経常的に取り組んできたが、新たに教育ビジョンに位置付けるもの 
経常事業化 ：教育ビジョンには位置付けないが、引き続き経常的に取り組むもの 
終了 ：第一期教育ビジョンをもって取組を終了するもの 
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子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ質の高い学校教育の実現柱１

2  個別事業（平成 28年度～ 29 年度）との関連表



柱
14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

３　言語・体験活動の充実

7
言語力、伝え合う
力の育成

24 言語活動の充実

25 体験的な活動の充実

26
移動教室等における自然体
験活動の実施

27 環境教育の推進 [実]

28 学校図書館の充実 [実]

29 朝読書の推進

４　就学前教育の充実 ３　就学前から中学校までのつながりのある教育の推進

30
公私立幼稚園における幼児
教育等の推進 [実]

27
公私立幼稚園における幼児
教育等の推進 [実]

継続 学校運営課

28
幼稚園子育て支援事業の実
施

継続 学校運営課

31
就学前教育合同研修等の充
実

29
就学前教育合同研修等の充
実

継続 教育指導課

32
幼稚園子育て支援事業の実
施

５　連携教育の推進

33
連携・接続カリキュラムづくり
や指導方法の改善

30
スタートカリキュラムづくりや指
導方法の改善

継続 教育指導課

34 保・幼・小合同会議の実施 31
保・幼・子・小合同会議の実
施

継続 教育指導課

13
小中連携教育の
推進

35 小中連携教育の推進 9
小中連携教育の
推進

32 小中連携教育の推進 継続 教育指導課

柱２　新宿のまちに学び、家庭や地域とともにすすめる教育の実現

柱 14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

6　地域との連携による教育の推進 ４　地域との連携・協働による教育の推進

36
地域協働学校（コミュニティ・
スクール）の推進 [実]

33 地域協働学校の充実 [実] 拡充 教育支援課

37 学校評価の充実 [実] 34 学校評価の充実 [実] 拡充 教育指導課

38 スクールスタッフの活用 35 スクールスタッフの活用 継続 教育支援課

39
スクール・コーディネーターの
活動

36
スクール・コーディネーターの
活動

継続 教育支援課

40
文化・芸術等を学ぶ機会の充
実

37
文化・芸術等を学ぶ機会の充
実

継続 教育支援課

7　家庭の教育力の向上と活動支援 ５　家庭の教育力の向上支援

41 入学前プログラムの充実 38 入学前プログラムの実施 継続 教育支援課

42
多様な形態による家庭教育
事業の実施

39
多様な形態による家庭の教育
力向上支援の実施

継続 教育支援課

43 PTA活動への支援 40 PTA活動への支援 継続 教育支援課

44
保護者の学校行事等への参
加促進

41
保護者の学校行事等への参
加促進

継続 教育支援課

8 地域の知の拠点としての図書館の充実 ６　生涯の学びを支える図書館の充実

45
ライフステージにあわせた読
書活動の支援

経常事業化

42
図書館利用機会の充実（「毎
日開館体制」の構築） [実]

継続 中央図書館

43
魅力ある情報資源の整備充
実（電子書籍等） [実]

継続 中央図書館

47
新中央図書館等の建設（旧
戸山中学校の活用） [実]

44 新中央図書館等の建設 [実] 継続 中央図書館

48
地域図書館の整備（落合地
域） [実]

終了

49 子ども読書活動の推進 [実] 45 子ども読書活動の推進 [実] 継続 中央図書館

50
絵本でふれあう子育て支援事
業 [実]

46
絵本でふれあう子育て支援事
業 [実]

継続 中央図書館

47 学校図書館の充実 [実] 拡充 教育支援課

48 朝読書の推進 継続 教育支援課

9 子どもの安全の確保 ７　子どもの安全の推進

51 安全教育の推進 49 安全教育の推進 継続 教育指導課

52 情報モラル教育の推進 50 情報モラル教育の推進 継続 教育支援課

53 学校安全対策の充実 51 学校安全対策の充実 継続 教育調整課
教育支援課

54 学校防災対策の充実 52 学校防災対策の充実 継続 教育調整課

8
実体験から学ぶ取
組みの推進

（取組の方向性2「変化の
激しい時代を生きる力の
育成」，3「豊かな人間性と
社会性を育む教育の充
実」へ統合）

平成28(2016)～29(2017)年度
個別事業

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

基本施策

16

新宿の多様な資
源を活かした教育
活動柱

　
新
宿
の
ま
ち
に
学
び

、
家
庭
や
地
域
と
と
も
に
す
す
め
る
教
育
の
実
現

基本施策
平成28(2016)～29(2017)年度

個別事業

15

家庭の教育力の
向上支援

取組の方向性

取組の方向性
平成30(2018)～32(2020)年度

個別事業

地域が参画する学
校運営の充実

（個別事業28「幼稚園子育て支援事業
の実施」へ）

幼稚園・保育園・
子ども園の連携の
推進

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

19

18

17

新宿の多様な社
会的資源を活かし
た教育活動

図書館サービスの充実（区民
にやさしい知の拠点） [実]

子ども読書活動の
推進

読書がはぐくむ豊
かなライフステー
ジづくり

子どもの安全と子
どもを守る環境づく
り

11

14

8

10

家庭環境を担う保
護者同士の学びの
支援

家庭の教育力向
上のための支援の
充実

１３

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

12

610

11
保育・幼児教育内
容と子育て支援機
能の充実

幼児期の教育と小
学校教育との連携

７

保育・幼児教育環
境の整備

9

（施策1「確かな学力の向上」，施策2「豊かな心と健やかな体づくり」，施
策6「生涯の学びを支える図書館の充実」へ統合）

（取組の方向性1「子ども
一人ひとりの学びの保証」
へ統合）

（個別事業10「環境教育の推進」へ）

（個別事業22「移動教室等における自
然体験活動の実施」へ）

平成30(2018)～32(2020)年度
個別事業

幼児教育環境の
充実

就学前教育と小学
校教育との連携

区民にやさしい知
の拠点をめざした
図書館の充実

安全教育の充実

17

読書に親しむ環境
の整備

地域が参画する学
校運営のしくみづく
り

14

46

・
・
・
・
柱
１
　
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の

「
生
き
る
力

」
を
は
ぐ
く
む

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
質
の
高
い
学
校
教
育
の
実
現
・
・
・

15

（個別事業48「朝読書の推進」へ）

16

地域ぐるみの学校
安全・学校防災対
策の推進

１２

子ども読書活動の
推進

（個別事業21「体験的な活動の充実」
へ）

（個別事業5「主体的・対話的で深い学
びの実現」へ）

（個別事業47「学校図書館の充実」へ）（取組の方向性15「子ども
読書活動の推進」へ統
合）
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柱３　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

柱
14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

10　学校の適正規模の確保と適正配置

20
時代の変化に応じ
た教育環境づくり

55
時代の変化に応じた学校づく
りの推進 [実]

８　一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備

53 いじめ防止対策の推進 継続 教育指導課

54
児童・生徒の不登校対策
[実]

継続 教育指導課

26
スクールカウンセラーの配置
[実]【再掲】

継続 教育支援課

55 教育相談体制の充実 継続 教育支援課

56
児童・生徒理解を進める研修
の実施

個別事業化 教育指導課

57 特別支援教育の推進 [実] 拡充 教育支援課

58
中学校への特別支援教室の
開設 [実]

新規 教育支援課

59
学校に対する巡回指導・相談
体制の充実

継続 教育支援課

60 日本語サポート指導 [実] 継続 教育支援課

61
外国籍等の子どもや保護者
への教育支援等

継続 教育支援課

21
外国籍や障害のあ
る子どもたちから学
び合える交流

62 共同学習の推進 個別事業化 教育支援課

3 放課後等学習支援【再掲】 継続 教育支援課

47
学校図書館の充実 [実]【再
掲】

拡充 教育支援課

63
専門人材を活用した教育相
談体制の充実 [実]

個別事業化 教育指導課
教育支援課

55 教育相談体制の充実 【再掲】 継続 教育支援課

64
公私立幼稚園保護者の負担
軽減

個別事業化 学校運営課

65 就学援助 個別事業化 学校運営課

66 奨学資金の貸付 個別事業化 教育調整課

11　学校の経営力の強化 ９　学校の教育力の強化

56
特色ある教育活動の推進
[実]

67
創意工夫ある教育活動の推
進 [実]

継続 教育支援課

57 教育課題研究校の指定 [実] 68 教育課題研究校の指定 継続 教育指導課

58 学校経営力の向上 69 学校経営力の向上 継続 教育指導課

37 学校評価の充実 [実] 【再掲】 34 学校評価の充実 [実]【再掲】 拡充 教育指導課

33
地域協働学校の充実 [実]
【再掲】

拡充 教育支援課

59 学校事務の効率化

60 学校表彰制度の推進 経常事業化

61 学校選択制度の運営と検証 終了

63
専門人材を活用した教育相
談体制の充実 [実]【再掲】

個別事業化
教育指導課
教育支援課

70
部活動を支える環境の整備
[実]

新規 教育支援課

71 学校の法律相談体制の整備 新規 教育指導課

72 教員の働き方の意識改革等 新規 教育指導課

12　教員の授業力の向上

62 OJTの充実 73 OJTの推進 継続 教育指導課

63
学校支援アドバイザーの派遣
[実]

74 学校支援アドバイザーの派遣 継続 教育指導課

64
経験と職層に応じた研修の充
実

75
経験と職層に応じた研修の充
実

継続 教育指導課

23
学校情報ネット
ワークシステムの
活用

65
ICTを活用した教育環境の充
実 [実]

基本施策
平成28(2016)～29(2017)年度

個別事業

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

授業力を高める計
画的な指導、育成

教職員の資質・能
力の向上

2522

外国籍等の子ども
への日本語サポー
ト体制の充実

18

19

20

教育の質を高める
学校運営

21

22

教職員の勤務環
境の改善等

24

家庭環境にかかわ
らず豊かに学べる
教育環境の整備

いじめ・不登校等
の防止

特別支援教育の
推進

教育の質を高める
学校運営

柱

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た

、
子
ど
も
が
い
き
い
き
学
ぶ
教
育
環
境
の
実
現

（取組の方向性27「将来
を見据えた学校規模適正
化と施設整備等の推進」
へ統合）

（施策10「学校環境の整備・充実」へ統合）

（個別事業77「通学区域、学校選択制
度、学校の適正規模及び適正配置の適
切な運営」へ）

平成30(2018)～32(2020)年度
個別事業

23

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

（個別事業72「教員の働き方の意識改
革等」へ）

（取組の方向性26「新しい
教育課題に対応した魅力
ある学校環境の整備」へ
統合）

（個別事業4「ICTを活用した教育の充
実」へ）

取組の方向性
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資  料  編

時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現柱３



柱 14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

13　支援を要する子どもに応じた教育の推進

66 いじめ防止対策の推進

67
児童・生徒の不登校対策
[実]

23
スクールカウンセラーの派遣
【再掲】

68 教育相談体制の充実

69 特別支援教育の充実 [実]

70
巡回指導・相談体制の充実
[実]

71 日本語サポート指導 [実]

72
外国籍等の子どもや保護者
への教育支援等

14　学校施設の整備 10　学校環境の整備・充実

73 学校施設の改善 [実] 76 学校施設の改善 [実] 拡充 学校運営課

47
学校図書館の充実 [実]【再
掲】

拡充 教育支援課

4
ICTを活用した教育の充実
[実]【再掲】

拡充 教育支援課

74 エコスクールの整備推進 [実]

77
通学区域、学校選択制度、
学校の適正規模及び適正配
置の適切な運営 [実]

継続 学校運営課

78
公共施設等総合管理計画に
基づく学校施設の個別計画の
策定 [実]

新規 学校運営課

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

27

いじめ・不登校等
の防止

24

特別支援教育の
推進

外国籍等の子ども
への日本語サポー
ト体制の充実

26

平成28(2016)～29(2017)年度
個別事業

魅力ある学校施設
の整備

25

基本施策

26

将来を見据えた学
校規模適正化と施
設整備等の推進

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

27

・
・
・
・
柱

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た

、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
子
ど
も
が
い
き
い
き
学
ぶ
教
育
環
境
の
実
現
・
・
・
・

新しい教育課題に
対応した魅力ある
学校環境の整備

（個別事業61「外国籍等の子どもや保
護者への教育支援等」へ）

（施策8「一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備」へ統合）

（個別事業54「児童・生徒の不登校対
策」へ）

（個別事業26「スクールカウンセラーの
配置」へ）

（個別事業55「教育相談体制の充実」
へ）

（個別事業57「特別支援教育の推進」
へ）

（個別事業60「日本語サポート指導」へ）

（個別事業53「いじめ防止対策の推進」
へ）

（個別事業57「特別支援教育の推進」、
59「学校に対する巡回指導・相談体制
の充実」へ）

取組の方向性
平成30(2018)～32(2020)年度

個別事業

（個別事業10「環境教育の推進」へ統
合）

（取組の方向性20「外国
籍等の子どもへの日本語
サポート体制の充実」へ）

（取組の方向性18「いじ
め・不登校等の防止」へ）

（取組の方向性19「特別
支援教育の推進」へ）

柱３　時代の変化に対応した、子どもがいきいき学ぶ教育環境の実現

柱
14の
課題

10の
施策 関係区分 担当課

10　学校の適正規模の確保と適正配置

20
時代の変化に応じ
た教育環境づくり

55
時代の変化に応じた学校づく
りの推進 [実]

８　一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備

53 いじめ防止対策の推進 継続 教育指導課

54
児童・生徒の不登校対策
[実]

継続 教育指導課

26
スクールカウンセラーの配置
[実]【再掲】

継続 教育支援課

55 教育相談体制の充実 継続 教育支援課

56
児童・生徒理解を進める研修
の実施

個別事業化 教育指導課

57 特別支援教育の推進 [実] 拡充 教育支援課

58
中学校への特別支援教室の
開設 [実]

新規 教育支援課

59
学校に対する巡回指導・相談
体制の充実

継続 教育支援課

60 日本語サポート指導 [実] 継続 教育支援課

61
外国籍等の子どもや保護者
への教育支援等

継続 教育支援課

21
外国籍や障害のあ
る子どもたちから学
び合える交流

62 共同学習の推進 個別事業化 教育支援課

3 放課後等学習支援【再掲】 継続 教育支援課

47
学校図書館の充実 [実]【再
掲】

拡充 教育支援課

63
専門人材を活用した教育相
談体制の充実 [実]

個別事業化 教育指導課
教育支援課

55 教育相談体制の充実 【再掲】 継続 教育支援課

64
公私立幼稚園保護者の負担
軽減

個別事業化 学校運営課

65 就学援助 個別事業化 学校運営課

66 奨学資金の貸付 個別事業化 教育調整課

11　学校の経営力の強化 ９　学校の教育力の強化

56
特色ある教育活動の推進
[実]

67
創意工夫ある教育活動の推
進 [実]

継続 教育支援課

57 教育課題研究校の指定 [実] 68 教育課題研究校の指定 継続 教育指導課

58 学校経営力の向上 69 学校経営力の向上 継続 教育指導課

37 学校評価の充実 [実] 【再掲】 34 学校評価の充実 [実]【再掲】 拡充 教育指導課

33
地域協働学校の充実 [実]
【再掲】

拡充 教育支援課

59 学校事務の効率化

60 学校表彰制度の推進 経常事業化

61 学校選択制度の運営と検証 終了

63
専門人材を活用した教育相
談体制の充実 [実]【再掲】

個別事業化
教育指導課
教育支援課

70
部活動を支える環境の整備
[実]

新規 教育支援課

71 学校の法律相談体制の整備 新規 教育指導課

72 教員の働き方の意識改革等 新規 教育指導課

12　教員の授業力の向上

62 OJTの充実 73 OJTの推進 継続 教育指導課

63
学校支援アドバイザーの派遣
[実]

74 学校支援アドバイザーの派遣 継続 教育指導課

64
経験と職層に応じた研修の充
実

75
経験と職層に応じた研修の充
実

継続 教育指導課

23
学校情報ネット
ワークシステムの
活用

65
ICTを活用した教育環境の充
実 [実]

基本施策
平成28(2016)～29(2017)年度

個別事業

＜平成28（2016）～29（2017）年度個別事業＞

授業力を高める計
画的な指導、育成

教職員の資質・能
力の向上

2522

外国籍等の子ども
への日本語サポー
ト体制の充実

18

19

20

教育の質を高める
学校運営

21

22

教職員の勤務環
境の改善等

24

家庭環境にかかわ
らず豊かに学べる
教育環境の整備

いじめ・不登校等
の防止

特別支援教育の
推進

教育の質を高める
学校運営

柱

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た

、
子
ど
も
が
い
き
い
き
学
ぶ
教
育
環
境
の
実
現

（取組の方向性27「将来
を見据えた学校規模適正
化と施設整備等の推進」
へ統合）

（施策10「学校環境の整備・充実」へ統合）

（個別事業77「通学区域、学校選択制
度、学校の適正規模及び適正配置の適
切な運営」へ）

平成30(2018)～32(2020)年度
個別事業

23

＜平成30（2018）～32（2020）年度個別事業＞

（個別事業72「教員の働き方の意識改
革等」へ）

（取組の方向性26「新しい
教育課題に対応した魅力
ある学校環境の整備」へ
統合）

（個別事業4「ICTを活用した教育の充
実」へ）

取組の方向性
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３ 教育ビジョンの策定経過 

 

（１）教育委員会における審議過程 

 
	 開催日	 内容	

定例会	 平成 29年 04月 07日	 新たな新宿区教育ビジョンの策定方針について	 決定	

定例会	 	 	 	 	 09 月 01 日	 新宿区教育ビジョン（素案）について	 協議	

定例会	 	 	 	 	 10 月 05 日	 新宿区教育ビジョン（素案）について	 決定	

臨時会	 平成 30年 01月 24日	 新宿区教育ビジョンについて	 協議	

定例会	 	 	 	 	 02 月 02 日	 新宿区教育ビジョンについて	 決定	

 

 

（２）新宿区教育ビジョン検討会議の開催経過 

 
回次	 開催日	 主な検討内容	

第１回	 平成 29年 02月 02日	 ・検討会議の設置について（H29.1.1設置） 
・新宿区の教育の現状と課題について 
＊個別事業検討の進捗状況について 
＊教育ビジョン課題検討プロジェクトチームに 
おける検討結果について 

・教育ビジョンたたき台	 検討 
第２回	 02 月 15 日	 ・教育ビジョンたたき台	 まとめ 

・教育懇談会について 
・意見聴取の実施について 

第３回	 04 月 26 日	 ・素案（計画書の構成、第Ⅰ章・第Ⅱ章）検討 
・第１回教育懇談会の開催について 

第４回	 06 月 21 日	 ・素案（第Ⅲ章・第Ⅳ章）検討 
・学校教職員意見（速報）報告 
・第２回・第３回教育懇談会の開催について 

第５回	 08 月 22 日	 ・素案（全体）まとめ 
・学校教職員、社会教育委員意見報告 

第６回	 12 月 19 日	 ・パブリック・コメント等の実施結果及び対応に 
ついて 

・最終案	 まとめ 
※このほか、平成 28 年度に、教育委員会事務局職員からなる教育ビジョン課題検討プロ	

	 ジェクトチームによる会議を、7 回開催	
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（３）教育懇談会の開催経過 

 
回次	 開催日	 主な内容	

第１回	 平成 29 年 05 月 02 日	 講	 師	 文部科学省初等中等教育局教育課程課長 
	 	 	 	 合田哲雄氏 
テーマ「新学習指導要領について」 

第２回	 07 月 12 日	 第 2回・第 3回共通 
コーディネーター	 東京大学大学院教育学研究科教授 

勝野正章氏 
テーマ「子ども一人ひとりの「生きる力」をはぐくむ教育」 
 
講	 師	 東京大学大学院教育学研究科付属 

発達保育実践政策学センター准教授 
野澤祥子氏 

テーマ「人間性・社会性の基礎を培う幼児期の教育」 
第３回	 08 月 30 日	 講	 師	 東京大学大学院教育学研究科付属 

バリアフリー教育開発研究センター准教授 
星加良司氏 

テーマ「共生社会を拓く教育のビジョン	 ―「心のバリア

フリー」と「インクルーシブ教育」について」 
 

◎懇談会の構成 
・有識者	 第 1回	 1人、第 2回・第 3回	 2人 
・学校関係者	 幼・小・中学校ＰＴＡ代表	 3人、小・中学校スクール・コーディネーター	 2人 

小・中学校地域協働学校運営協議会委員	 2人 
・私立幼稚園長代表	 1人	 	 ・区立幼稚園長・小・中学校長代表	 3人 
・教育長、教育委員	 6人	 	 ・教育委員会事務局管理職 

 
＊ただし、第 1 回は有識者、区立幼・小・中学校長、教育長、教育委員、教育委員会事務局
管理職で実施 

 

（４）学校教職員及び社会教育委員に対する意見聴取の実施 

 
①	 学校教職員への意見聴取 

実施期間	 平成 29年 4月 24日～6月 15日 
対象	 	 	 小・中学校長会、小・中学校副校長会、幼稚園長会、幼稚園副園長・主任会、 

小・中学校教務主任会、小・中学校生活指導主任会 
 
②	 社会教育委員への意見聴取 

テーマ「家庭の教育力の向上支援のあり方について」 
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（５）パブリック・コメント及び地域説明会の実施 

	 	  
	 	 区民の意見を聴くため計画素案のパブリック・コメント及び地域説明会を実施しました。 
	  
	 ①	 パブリック・コメント 
	 	 （１）実施期間 
	 	 平成 29 年 10 月 25 日（水）から 11 月 27 日（月）まで	

	

	 	 （２）意見提出者数及び意見数	

	 	 	 	 	 意見提出者数	 	 	 	 17 名	

	 	 	 	 	 意見数	 	 	 	 	 	 	117 件	

 
	 	 	 ※いただいたご意見の要旨及びそれに対する教育委員会の考え方は、教育調整課、区政情報課及び区公式 

	 	 	 	 ホームページで公表しています。 

 
 

	 ②	 地域説明会 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 ※地域説明会でのご意見・ご質問要旨と回答要旨は、教育調整課、区政情報課及び区公式ホームページ 

	 	 	 	  で公表しています。 

回 開催日 会	 場 参加者数 
第 1回 平成 29年 10月 31日（火） 落合第一地域センター 11名 
第 2回 平成 29年 11月	 1日（水） 榎町地域センター 16名 
第 3回 平成 29年 11月	 2日（木） 落合第二地域センター 4名 
第 4回 平成 29年 11月	 6日（月） 柏木地域センター 6名 
第 5回 平成 29年 11月 10日（金） 角筈地域センター 6名 
第 6回 平成 29年 11月 11日（土） 牛込箪笥地域センター 8名 
第 7回 平成 29年 11月 14日（火） 若松地域センター 14名 
第 8回 平成 29年 11月 15日（水） 大久保地域センター 6名 
第 9回 平成 29年 11月 17日（金） 四谷地域センター 12名 
第 10回 平成 29年 11月 19日（日） 戸塚地域センター 13名 

10か所	 合計 96名 
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 参	考		
 

新宿区教育ビジョン検討会議設置要綱 
 
 
（設置） 

第 1 条	 新宿区教育ビジョンの策定に向け必要な事項を検討するため、新宿区教育ビジョン検討
会議（以下「検討会議」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第 2条	 検討会議は、次に掲げる事項の検討を行う。 
(1)	 教育の振興に関する施策についての基本的な方針 
(2)	 教育の振興を図るため講ずべき施策 
(3)	 前 2号に掲げるもののほか、必要な事項 
（組織） 

第 3条	 検討会議は、座長、副座長、委員をもって組織する。 
2	 座長は、教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。 
3	 副座長は、教育委員会事務局教育調整課長にある者をもって充てる。 
4	 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 
（設置期間） 

第 4条	 検討会議の設置期間は、設置の日から平成 30年 3月 31日までとする。 
（招集等） 

第 5条	 座長は、検討会議を招集し、会議を主宰する。 
2	 副座長は、座長を補佐し、座長が不在の場合は、その職務を代行する。 
3	 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を求めるこ
とができる。 
（意見聴取） 

第 6 条	 検討会議は、必要があると認めるときは、学識経験者等の有識者、保護者及び学校関係
者等から意見を聴くことができる。 
（部会） 

第 7条	 検討会議に部会を置くことができる。 
2	 部会は、座長の指名する者をもって組織する。 
3	 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員が互選する。 
4	 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の調整審議の経過及び結果を検討会議に報告する。 
5	 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を求め
ることができる。 
（庶務） 
第 8条	 検討会議の庶務は、教育委員会事務局教育調整課が担当する。 
（委任） 
第 9 条	 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は座長が、部会の運営
に関し必要な事項は部会長が、別に定める。 
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附	 則

この要綱は、平成 29年 1月 1日から施行する。 

別表

座長 教育委員会事務局次長

副座長 教育委員会事務局教育調整課長

委員 区立幼稚園園長会代表（1名） 
委員 区立小学校校長会代表（1名） 
委員 区立中学校校長会代表（1名） 
委員 教育委員会事務局教育指導課長

委員 教育委員会事務局教育指導課統括指導主事（2名） 
委員 教育委員会事務局教育支援課長

委員 教育委員会事務局教育支援課統括指導主事

委員 教育委員会事務局学校運営課長

委員 中央図書館長
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新宿区教育ビジョン検討会議 構成員 

役職等	 氏	 名	 所	 属	 備	 考	

座長	 山田	 秀之	 教育委員会事務局次長	

副座長	
齊藤	 正之	 教育委員会事務局教育調整課長	 H29.4.1から 

木城	 正雄	 教育委員会事務局教育調整課長	 H29.3.31まで 

委員	

小林	 政雄	 区立余丁町幼稚園長(区立幼稚園園長会代表)	

勝沼	 康夫	 区立鶴巻小学校長(区立小学校校長会代表)	 H29.4.1から 

白倉	 代助	 区立戸塚第一小学校長(区立小学校校長会代表) H29.3.31まで 

畠山	 直也	 区立落合中学校長(区立中学校校長会代表）	

長田	 和義	 教育委員会事務局教育指導課長	 H29.4.1から 

横溝	 宇人	 教育委員会事務局教育指導課長	 H29.3.31まで 

小林	 力	 教育委員会事務局教育指導課統括指導主事	

坂元	 竜二	 教育委員会事務局教育指導課統括指導主事	 H29.4.1から 

大友	 文敬	 教育委員会事務局教育指導課統括指導主事	 H29.3.31まで 

髙橋	 昌弘	 教育委員会事務局教育支援課長	

波多江	 誠	 教育委員会事務局教育支援課統括指導主事	 H29.4.1から 

篠塚	 幸次	 教育委員会事務局教育支援課統括指導主事	 H29.3.31まで 

菊島	 茂雄	 教育委員会事務局学校運営課長	 H29.4.1から 

山本	 誠一	 教育委員会事務局学校運営課長	 H29.3.31まで 

藤牧	 功太郎	 中央図書館長	

事務局	
髙橋	 美香	 教育委員会事務局教育調整課企画調整係長	

平	 明生	 教育委員会事務局教育調整課企画調整係	
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